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下 関 市 民 憲 章 

平成 19 年 2 月 13 日制定 

 

わたしたちは、美しい自然と古い歴史に恵まれたふるさと下関市を愛し

ます。 

わたしたちは、下関市民であることに誇りと責任を持って、互いに心を

寄せあい、新しい理想のまちづくりをめざしてこの憲章をかかげます。 

 

 

わたしたちは     自然の恵みを大切にします。 

 

わたしたちは     燃え立つ心を大切にします。 

 

わたしたちは     伸びゆく力を大切にします。 

 

わたしたちは     先人の訓えを大切にします。 

 

わたしたちは     協働の営みを大切にします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の花「ハマユウ」 

市の花木「ツツジ」 

市の木「クスノキ」 

市の虫「ホタル」 

市の魚「フク」 市の花木「サクラ」 

市の動物「クジラ」 

市の鳥「ペンギン」 



は じ め に 

 

本市では、「まちの誇りと自然の恵みを未来へつなぐ 輝き海峡都市・しもの

せき」を基本理念とし、その実現に向けたまちづくりを推進しております。その

まちづくりの基礎となる教育について、本市教育委員会では「夢への挑戦 生き

抜く力 胸に誇りと志 ～学びが好きな子ども 学びの街・下関～」を教育理念

とし、様々な教育課題に取り組んでいるところです。 

 

夢に挑戦し、夢をかなえるのは、学び続けることで成長した未来の自分です。

社会の変化に合わせて自分を変化させなければ、生き抜くことはできません。変

化し成長するためには「学びが好き」でなくてはなりません。 

 

一方、Society5.0 の到来など、大きな社会変革期において、令和２年３月、

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、前例のない学校の長期臨時休業を実

施しました。５月１４日に学校を再開しましたが、新しい生活様式を取り入れる

とともに、学校運営においても様々な対策を講じることが求められています。そ

の一環として、ＧＩＧＡスクール構想の加速による学びの保障に向けて、オンラ

イン学習環境の整備を進め、子どもたちの学びや創造性を育み、学校における働

き方改革につなげて参ります。 

 

さて、近年の厳しい気象状況の中、子どもの熱中症対策と学習環境を改善する

ために、令和元年度に幼稚園の保育室、小・中学校の普通教室にエアコンの整備

を行い、夏季の教育活動の環境改善を進めることができました。また、教員が子

どもと向き合う時間・授業と向き合う時間を確保し、各学校における「学びが

好きな子ども」の育成にむけた体制づくりの一環として、令和２年度から、小・

中学校の夏季休業を短縮することとしました。 

 

このたび刊行いたします本書は、本市教育委員会の取組を紹介するとともに、

委員会内各課所館で取り組んできた事業の成果を取りまとめた内容となってお

ります。 

 

皆様方におかれては、本書をご高覧いただき、本市教育行政に対してなお一層

のご理解とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。 

 

下関市教育委員会 

教育長 児 玉 典 彦 
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表紙 

市立小中学校普通教室へエアコン設置 

 

近年の厳しい気象状況の中、子どもの熱中症対

策と学習環境を改善するため、幼稚園の保育

室、小・中学校の普通教室にエアコンを設置し

ました。 

（写真は、令和元年 6 月 25 日熊野小学校にて、

市長がエアコンの電源を投入した様子） 

 



◆ 下 関 市 の 教 育 
 

－1－ 

 

 

 

１ 下関市の概要 

(1)下関市の概況 

本州の最西端に位置し、日本海・関門海峡・瀬戸内海と三方を海に開かれた下関市は、早くから大陸文

化流入の先進地として開け、各域に多くの遺跡・文化財が残されている。 

 気候は温暖で、緑に富んだ景観は海の青とともに美しく、風水害の少ない住み良い自然環境をもつ都市

である。 

 特に関門海峡は、対岸の門司と「呼べば応える」といわれるほどに狭く、関門橋の架橋下ではわずか 700m

たらずであり、また、この海峡は幾度も歴史上の舞台となった。 

 本市は、明治 22 年全国で初めて市制が施かれた 31 市の中の一つ赤間関市として誕生した。やがて山陽

本線の開通、関門連絡船や関釜連絡船の就航等によって、九州はもとより大陸への門戸として再び活況を

呈した。昭和 20 年、戦災によっていったんは市街が焼土と化したが、まもなく復旧を遂げ関門国道トンネ

ルや中国縦貫自動車道・関門橋の開通、関釜フェリー航路の開設や山陽新幹線の乗入れなどと、交通体系

も大規模な整備がなされた。 

平成 17 年 2 月には、豊浦郡４町（菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町）との合併により新しい下関市が誕

生し、平成 17 年 10 月には中核市へ移行した。 

 現在、下関市は、関門海峡や響灘をはじめとする豊かな自然や歴史、地場産業に蓄積された高度な技術

などを活用し、中核市にふさわしい「まちの誇りと自然の恵みを未来へつなぐ輝き海峡都市」を目指して

躍進している。 

 

 【面 積】 715.89ｋ㎡  （平成 27 年 10 月 1 日現在） 

 【人 口】 254,969 人  （令和 2年 5月 1 日現在） 

 【世 帯】 116,226 世帯 （令和 2年 5月 1 日現在） 

 

 

 

(2)人口・世帯数の推移 
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国勢調査（ 令和 2 年のみ5月1日現在推計人口・世帯数）

人口 世帯数
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２ 教育委員会 

（1）教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             （令和 2 年 5月 1 日現在） 

役 職 名 氏   名 職 業 任   期 

教 育 長 児 玉 典 彦 公 務 員 
自  平成 30 年 4 月 1 日 

至  令和 3 年 3 月 31 日 

教 育 長 

職務代理者 
小 田 耕 一 農  業 

自  平成 30 年 4 月 1 日 

至 令和 3 年 4 月 19 日 

委 員 藤 井 悦 子 
歯科医院 

事 務 長 

自 平成 31 年 4 月 20 日

至  令和 5 年 4 月 19 日 

委 員 吉 村 邦 彦 会社役員 
自 平成 30 年 4 月 20 日   

至 令和 4 年 4 月 19 日 

 委 員 佐 々 木  猛 
保険代理店 

代 表 者 

  自 令和 2 年 4 月 20 日 

至 令和 6 年 4 月 19 日 

 

 

 

 

 
委 員 

藤 井 悦 子 
 

 

 
教 育 長 

児 玉 典 彦 

 

 
委 員 

吉 村 邦 彦 
 

 
委 員 

佐 々 木  猛 

 

教育長職務代理者 

小 田 耕 一 
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(2)教育委員会議決事項等（令和元年度） 

 

開催日 会議区分 議 案 件 名 

H31. 4.19 定例会 

教育功労者表彰（篤行表彰）について 

下関市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

下関市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

下関市立小・中学校教科用図書の採択実施要領等の一部改正について 

R1. 5.21 定例会 

下関市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

令和元年度下関市教育支援委員会委員の委嘱について 

下関市いじめ重大事態調査委員会委員の委嘱について 

令和２年度使用下関商業高等学校教科用図書の採択について 

下関市立公民館運営審議会委員の委嘱について 

下関市社会教育委員の委嘱について 

下関市文化財保護審議会委員の委嘱について 

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム運営協議会委員の委嘱について 

R1. 6.27 定例会 下関市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

R1. 7.30 定例会 

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点検評価報告書

について 

令和２年度使用下関市立中学校教科用図書の採択について 

令和２年度使用下関市立小学校教科用図書の採択について 

下関市立考古博物館協議会委員の委嘱について 

下関市菊川ふれあい会館運営審議会委員の委嘱について 

豊田ホタルの里ミュージアム運営協議会委員の委嘱について 

豊浦四町公民館運営審議会委員の委嘱について 

R1. 8.22 定例会 

令和元年度教育予算の補正（９月）について 

下関市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 

令和２年度使用下関市立小・中学校一般図書の採択について 

令和２年度使用下関商業高等学校教科用図書の採択について 

下関市立美術館協議会委員の委嘱について 

R1. 9.30 定例会 

教育功労者表彰について 

下関市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則 

下関市学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

下関市指定管理候補者選定委員会（下関市生涯学習プラザ）委員の委嘱及び任命

について 

下関市立豊北歴史民俗資料館運営協議会委員の委嘱について 

教育委員会の職員の任免について 

R1.10.25 定例会 

下関市立学校適正規模・適正配置検討委員会委員の委嘱及び任命について 

下関市烏山民俗資料館の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

下関市菊川ふれあい会館の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

下関市菊川青年交流館の設置等に関する条例を廃止する条例 

財産の取得について 

下関市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 

下関市立図書館の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

下関市立図書館の設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
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開催日 会議区分 議 案 件 名 

R1.10.25 

（つづき） 

定例会 

（つづき） 
下関市ふれあいセンターの設置等に関する条例の一部を改正する条例 

R1.11.25 定例会 

令和元年度教育予算の補正（１２月）について 

下関市指定文化財の指定について（角島灯台） 

豊田ホタルの里ミュージアムの設置等に関する条例の一部を改正する条例 

豊田ホタルの里ミュージアムの設置等に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

下関市指定文化財の内容変更について（青井古墳群） 

下関市指定文化財の内容変更について（涌田青井の台場） 

下関市指定文化財の内容変更について（和久古墳） 

R1.12.26 定例会 

教育功労者表彰（篤行表彰）について 

令和２年度下関市立幼稚園教職員人事異動方針について 

令和元年度 下関市立学校教材審査会委員の委嘱について 

R2. 1.28 定例会 教育委員会の職員の任免について 

R2. 2.21 定例会 

令和２年度教育予算について 

令和元年度教育予算の補正（３月）について 

教育功労者表彰（篤行表彰）について 

下関市指定文化財の指定について（絹本著色虚庵玄寂像） 

下関市指定文化財の指定について（板絵著色潮音院住持等像） 

財産の取得について 

下関市立高等学校会計年度任用講師の給与等に関する条例 

下関市立高等学校会計年度任用講師の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例 

R2. 3. 4 臨時会 

令和２年度 小・中学校教職員の人事異動について 

令和２年度 幼稚園教員の人事異動について 

令和２年度 教育技能士・校務技士・学校給食調理員の人事異動について 

R2. 3.27 定例会 

下関市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 

下関市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正す

る規則 

下関市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則 

下関市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令 

下関市立学校の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則 

下関市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

下関市立図書館運営協議会規則の一部を改正する規則 

下関市菊川青年交流館の設置等に関する条例施行規則を廃止する規則 

下関市幼稚園管理規則の一部を改正する規則 

下関市職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正する規則 

教育委員会及び教育機関の職員の任免について 

令和２年度 下関商業高等学校教職員の人事異動について 
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３ 下関市教育理念 
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４ 令和元年度教育施策の実施状況 

１．子供たち一人ひとりの生きる力を育てます 

（１）確かな学力の育成 
①基礎基本の定着と学力の向上 

ア）学習指導の充実 〈教育研修課〉 

各学校における授業改善を推進するために、新学習指導要領の全面実施に向けて「下関スタンダー

ド（授業を振り返る）」※1 を配付するとともに、研修会を開催し、効果的な活用の仕方等について周

知を図った。併せて、指導主事による計画的な学校訪問や研修支援訪問、学校からの要請に応じた訪

問等を行い、「子供の実態を踏まえた授業」「かかわり合いのある授業」「見通しと振り返りのある授業」

の更なる推進を図った。若手教員（1～3 年目）の指導力の向上については、若手育成 1000 日プラン

（たんぽぽ作戦）の実施により、定期的に指導助言を行うとともに、特に支援を要する教員には重点

的に関わるように努めた。 

また、学習指導の充実に向けて、中学校区ごとに児童生徒の課題を協議する学力向上連絡協議会を

開催し、学力の向上に向けた共通取組事項を定め、学習規律や家庭学習の手引きを作成する等、積極

的な取組が行われている。 

※1「下関スタンダード（授業を振り返る）」：市内の学力向上推進リーダー、推進教員、英語教育推進教員を中心に作成した

リーフレット。新学習指導要領全面実施に向けて、①これまでの指導観を見直し、新しい視点を意識する、②市内の児童生

徒の実態から最低限身に付ける力を再確認する、③「学びが好きな子ども」の育成の視点から「下関市らしさ」の視点を共

通理解する、という３つの目的を踏まえて完成した。 

イ）学力調査の活用 〈教育研修課〉 

全国学力・学習状況調査及び県確認問題（4 月）と山口県学力定着状況確認問題（10 月）を利用し

て、各校の課題に応じた指導助言を行うことで、年間 2 回の検証・改善サイクルの確立を推進した。

また、各学校が児童生徒の実態や学校の課題に応じて必要と考える知能検査や学力検査など各種調査

を実施できるよう体制を整備している。 

ウ）学力向上プランの活用 〈教育研修課〉 

確かな学力の定着に向けて教員の授業力向上を目指し下関市学力向上プランを作成し、本市におけ

る重点事項等について周知を図るとともに、各学校における学力向上プランの作成・活用について、

年間 2回の検証・改善のサイクルを確立し、より効果のある計画となるよう指導助言を行った。 

エ）家庭学習の充実 〈教育研修課〉 

学びの習慣化に向けて指導の工夫・改善を図るため、各校において「家庭学習の手引き」の作成と

その活用を奨励した。また、中学校区で開催する下関市学力向上連絡協議会において学力向上に向け

た取組について協議し、小中連携の 9 年間の連続した学びを意識して、中学校区で共通の「家庭学習

の手引き」の作成やノーメディア・デーや中学校の定期試験に合わせた小学校における学習週間の設

定等を行う校区が増加している。 
 

②時代の進展に対応した教育の推進 

ア）小中連携の促進 〈教育研修課〉 
小中連携については、コミュニティ・スクールの取組がより一層進み、小・中学校の共通課題に応

じ各中学校区での協議会設置や合同の研修会、熟議の開催など、小・中学校教職員の相互理解が深ま

り、互いに協力して児童生徒を育てていこうとする意識が高まるとともに、小・中学校が目指す児童

生徒像に向け協力できる体制が更に整ってきている。 

また、小・中学校間における「乗り入れ授業」や「出前授業」の取組を進めている学校が増えてき

ており、小・中学校における接続期のなめらかな連携及び教員の小中連携にもつながっている。小中

連携に関する研修会を実施し、小中連携の効果的な進め方等について学ぶ機会を提供した。 

さらに、県教育委員会の小中連携に関わる指定事業を受け、特に授業力向上の面での連携を深め、

研修会等で他の校区にもその成果を広めた。 

イ）へき地・複式教育の充実 〈教育研修課〉 

へき地及び複式学級を有する学校（12 校）の学校運営や学習指導等についての改善を図るため、指

定校研究協議会を吉田小学校で開催し、公開授業及び部会ごとの研究協議、研究の取組紹介等を行っ

た。学習の個別化、活躍の場の保障等といった、一人ひとりを大切にした指導が小規模校の強みであ

ることを再認識するとともに、地域の特色を生かした教育の推進について研修を行い、理解を深めた。 



◆ 下 関 市 の 教 育 
 

－7－ 

ウ）情報教育の推進 〈教育研修課／学校支援課〉 

学校における「教科指導におけるＩＣＴの活用推進」及び「校務の情報化の推進」等を図るため、

ＩＣＴ推進委員会を開催した。 

また、タブレット端末の導入に伴い、その操作や活用方法に関する研修会を行うとともに、タブレ

ット端末の基本的な操作や活用例を掲載した事例集の活用促進を図るなど小・中学校におけるＩＣＴ

活用推進のための環境整備等を行った。併せて、校務の電子化に向けて、ＩＣＴ推進委員会において、

教職員からの個別相談に応じた支援を行うなど、校務の効率化を図ることができるよう環境整備を行

った。 

さらに、プログラミング教育の導入に向け、専門的知識を有する山口県立下関工科高等学校と連携

し、小学校における研修会や授業に講師を派遣した。 

エ）外国語教育の充実 〈教育研修課〉 

外国語指導助手（ＡＬＴ）を下関商業高等学校及び認定こども園、幼稚園、小・中学校に派遣し、

外国語教育の充実に努めるとともに、ＡＬＴとの交流を通して国際交流及び相互理解の促進を図った。

高等学校と中学校での英語科授業への派遣と、小学校外国語活動での補助として、12 人のＡＬＴを延

べ 2,600 日程度派遣した。 

小学校外国語活動に係る研修会では、指導経験に応じたプログラムを用意し、模擬授業等を通じて、

指導力と実践力の向上を図った。また、2 日間のイングリッシュ・キャンプでは、ＡＬＴとの様々な

コミュニケーション活動を通して、英語に対する興味・関心を高めるとともに、国際理解を深めるこ

とができた。 

令和 2 年度から小学校において中学年で外国語活動が行われることに加えて、高学年では新たに外

国語科の指導が始まる。各学校における外国語指導が円滑に進むよう、年間計画や時間割の作成例な

どについて情報提供を行った。 

また、小学校 5・6 年生における外国語科、小学校 3・4 年生における外国語活動が本格実施となる

ため、国や県の動向を把握し、各学校において、その実施が円滑に進むよう新たな手立てとして、英

語に堪
たん

能な外国語指導支援員（Ｅサポ）を 16 人配置した。 

 
③キャリア教育の推進 

ア）発達段階に応じたキャリア教育の推進 〈教育研修課〉 

「フォローアップ（2年次）研修」において「キャリア教育の推進」、「中堅教諭等資質向上研修Ⅰ」

において「地域とつながるキャリア教育」をテーマに講義を行った。受講者は、採用２年目の若手教

員や学校の中核を担う年代の教員であり、学校のキャリア教育の充実に寄与するための知識等を修得

した。 

また、産業立地・就業支援課が実施した「未来創造ｊoｂフェア※1」に市内中学生が参加し、市内の

企業について学ぶなど本市にふさわしいキャリア教育を推進することができた。 

加えて、令和 2 年度から全ての小・中・高で実施される「キャリア・パスポート※2」についての準

備及び各校への周知を行った。 

※1「未来創造ｊoｂフェア」：地元下関の企業･団体をわかりやすく紹介し、仕事の魅力や地域社会とのかかわり等を体験す

ることで、働くことの意味やビジョンを描く集合型職業体験イベント 
※2 児童・生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、特別活動の学級活動及びホームルー

ム活動を中心とし、各教科等と自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自

己評価できるよう工夫されたもの 

④ビジネス教育の推進 

ア）ビジネス教育の推進 〈下関商業高等学校〉 
 

ビジネス社会に適応できる人材を育てるため、ビジネスに関する専門的な知識・技術の習得、保護

者・地域との連携、学校行事・部活動の活性化を図った。簿記等に関しては、公認会計士試験や税理

士試験、日本商工会議所簿記検定 1 級、全国経理教育協会主催簿記能力検定上級試験合格又はこれに

準ずる専門知識の習得を目途に学習を進めており、高大連携授業の結果が出せる体制が整ってきた。 

イ）情報処理教育の充実 〈下関商業高等学校〉 

生徒が下関商業高等学校コンピュータシステムを利用できるように、パソコン等電算機器及び校内

ネットワークを導入している。  
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（２）豊かな心の育成 
①思いやりのある豊かな心を育む教育の推進 

ア）道徳教育の充実 〈教育研修課〉 

「特別の教科 道徳」が全面実施され、各小・中学校においては、学校の道徳教育の目標や重点内容

項目の明確化、「考え、議論する道徳」の授業づくりが進められた。   

また、小・中学校ともに、県教育委員会が作成した指導資料の紹介をすることで、道徳教育推進教

師※1 の役割や特色ある道徳教育の実践事例・取組の啓発を行った。さらに、各学校における「考え、

議論する道徳」の授業づくりを推進するために、「子供にとっても教師にとっても楽しみになる～下関

市版～『考え、議論する道徳』の授業づくり※2」を作成した。 

また、県教育委員会から「やまぐちっ子の心を育む道徳教育」プロジェクト（平成 30･31 年度指定:

西市小学校、令和元・2 年度指定：木屋川中学校）の指定を受けるとともに、道徳教育研修会の開催

等を通して、授業の質の向上に努めた。 

※1「道徳教育推進教師」：校内の道徳教育の指導体制の中心として位置付けられた道徳教育の推進を主に担当する教師 

※2「子供にとっても教師にとっても楽しみになる～下関市版～『考え、議論する道徳』の授業づくり」：市内の道徳教育サ

ポート教員を中心に作成したリーフレット（令和 2年 4月配付） 

イ）人権教育の充実 〈教育研修課〉 
人権教育の推進状況を把握するための調査を行い、各学校における人権教育の現状及び課題を把握

するとともに、改善に向けた指導を行った。 

併せて、「山口県人権推進指針」及び「山口県人権教育推進資料」並びに県教育委員会作成の「学習

展開例」を活用し、各学校において人権教育及びその研修が更に推進されるよう指導を行った。 

また、人権教育研修会を開催し、講義等を通して学校における人権教育について理解を図るととも

に、初任者研修、フォローアップ（2･3 年次）研修、6 年次研修、中堅教諭等資質向上研修など、全て

の義務研修において人権教育に関する研修講座を実施し、計画的に人権教育の研修を行った。 

ウ）いのちの教育の充実 〈教育研修課〉 
「下関市いのちの日」における「命の尊厳」について考える取組の充実として、外部講師を招いた

講演会を実施するなど、保護者、地域関係機関と連携した取組を進め、自他の生命を尊重する心や思

いやりの心を育む取組の充実を図った。「特別の教科 道徳」等との関連を図りながら、計画的、継続

的に実施することが必要である。 
エ）特別活動の充実 〈教育研修課〉 

特別活動の推進により、子供たちがより良い生活や望ましい人間関係を築くことを目指している。

各小・中学校においては、9 年間を通した自然体験活動やボランティア活動等、体験活動の充実や

AFPY※等、人間関係づくりのプログラムを計画的に実施することで特別活動の充実を図っている。 

※AFPY…他者と関わり合う活動を通して個人の成長を図り、豊かな人間関係を築くための考え方と行動の在り方を学び合う

山口県独自の体験学習法 

オ）読書活動の充実 〈教育研修課〉 
各学校においては、朝読書や図書ボランティア等による読み聞かせなど、家庭や地域と連携しなが

ら継続した読書活動を進めている。 

また、平成 27年度から市内に 5 人の学校司書を配置し、教員との連携による学校図書館のセンター

機能（読書・学習・情報）の向上を図っている。平成 28･29 年度は、勤務形態を拠点校と兼務校にす

ることにより、勤務する学校数を増やし、取組の拡大を図った。平成 30 年度からは 5 人を増員し 10

人が 32 校兼務している。 

なお、学校司書を対象とした研修会を年間 5 回行い、学校司書の資質向上を図った。これまでの成

果と課題を検証し、今後の取組につなげていきたい。 

カ）姉妹校交流 〈下関商業高等学校〉 
 

下関商業高等学校から生徒 4 人及び教職員 2 人が韓国の開成高等学校を訪問し、交流式典、親善交

歓会等の相互交流を行い、両国の善隣友好を担える人材の育成を行った。 

また、鹿児島商業高等学校から生徒 32 人及び教職員 7 人を下関商業高等学校に迎え、交流会、生徒

会交流等を行った。 

 

②ふるさと学習の推進 

ア）ふるさと学習に対する支援 〈教育研修課〉 

下関歴史マップ（2,400 部）を作成し、小学校 6 年生児童全員に配付した。併せて、夏季休業中の
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自由課題として「大すき ふるさと下関 歴史マップ」の作品募集を行い、29校 920 点の応募があっ

た。入賞作品は、ゆめシティなど 5 会場において展示を行い、ふるさと学習の充実を図った。 

また、各学校においては、それぞれの実態に応じて「町探検、職場見学、施設訪問、店舗見学、観

光マップ制作」等の活動を取り入れ、総合的な学習の時間や社会科、生活科等の各教科指導で地域の

特色や人々の営みについて学んでいる。 

 
③つながりを基盤とした青少年健全育成の推進 

ア）生徒指導推進体制の充実 〈学校教育課〉 

小・中学校におけるいじめ、暴力行為等の生徒指導上の諸問題の未然防止、早期発見・対応の充実

とともに、登下校時を含む児童生徒の安全確保、学校教育に対する保護者からの指摘等に対して、生

徒指導推進室が積極的に学校を訪問し、指導・支援の充実を図った。 

イ）青少年補導センターにおける補導、相談の実施 〈生涯学習課〉  

青少年補導センター 青少年補導委員 207 人 

・街頭補導回数   226 回 ・街頭補導従事者数  409 人 

・合同補導回数    49 回 ・合同補導従事者数  450 人 

・校区補導回数  1,245 回 ・校区補導従事者数  7,334 人 

・補導件数     2,856 件 ・ヤングテレホン 相談件数 207 件 

 

④不登校児童・生徒の適応指導の充実 

ア）不登校児童生徒への個別支援の実施 〈学校教育課〉 

不登校児童生徒に対して、教育支援教室「かんせい」における体験活動や学習支援、フリースクー

ルとの連携による個に応じた学びの場の提供、「教育相談室」における相談活動等を実施した。 

また、学校だけでは対応が困難なケースは「カウンセリングアドバイザー※1」や「スクールソーシ

ャルワーカー※2」を派遣し、状況の改善に努めた。 

※1「カウンセリングアドバイザー」:緊急に市教育委員会から派遣する臨床心理士 

※2「スクールソーシャルワーカー」:不登校や児童虐待等で家庭環境・生活環境を要因として学校の対応だけでは 

改善が困難な事案に対して学校に派遣される社会福祉士や精神保健福祉士等の専門家 

イ）ふれあいＤＡＹキャンプの実施 〈学校教育課〉 

夏季休業中に、自然体験・社会体験を通して集団や社会に適応する力を養うために「ふれあいＤＡ

Ｙキャンプ」を実施した。川遊びや野外炊事等の活動は、仲間づくりや異年齢の交流を通じて社会性

や協調性、思いやりの心を育てる貴重な場となった。 

 

（３）健やかな体の育成 

①体力の向上 

ア）体力向上プログラムの充実 〈教育研修課〉 

全ての小・中学校において体力向上プログラムを作成し、体育科及び保健体育科の授業改善ととも

に、「柔軟性の向上に向けた取組」、「1校 1 取組」など、児童生徒や学校の実態に応じた継続的な取組

を行った。 

イ）スポーツ大会の運営・支援 〈教育研修課〉 

小・中学校体育連盟主催の事業に対して支援を行うことによって、児童生徒の体力・競技力の向上

を図った。 

・小学校体育連盟補助金    1,042 千円 

・中学校体育連盟補助金    7,119 千円 

ウ）選手派遣の支援 〈教育研修課〉 

小・中学校体育連盟への補助事業を通して選手派遣を支援することにより、保護者の負担を軽減し、

多くの選手が、より多くの大会に参加しやすい環境をつくるよう努めた。 

 

②健康教育の推進  

ア）健康教育に関する研修会・調査研究の実施 〈教育研修課〉 

各学校の健康教育の中核を担う、保健体育科担当教諭及び栄養教諭等を対象とした研修会を開催し

た。 

イ）望ましい生活習慣形成の啓発 〈教育研修課〉 

「早寝、早起き、朝ごはん」など、望ましい生活習慣を形成するために、各校での生活アンケート
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の活用など、校長会や校内研修会等において指導助言を行った。 

全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙における生活習慣に関する結果に着目し、今後の取組に

ついて検討していく。 

 

③食育の推進 

ア）地場産給食の推進 〈学校保健給食課〉 

地場産食材を使用した学校給食を通じて、地元の農林水産物への理解や郷土愛の醸成に努めた。 

 

・地場産食材の地域品目別使用割合 

 令和元年度 平成 30年度 平成 29 年度 平成 28 年度 平成 27 年度 

県内産品 67％ 65％ 61％ 59％ 59％ 

市内産品 31％ 32％ 28％ 29％ 29％ 

 

イ）食育推進ボランティアの活用 〈学校保健給食課〉 

小・中学校へ食育推進ボランティアを派遣し、食育教室を実施した（4回）。 

併せて市内の生産者等に対して、食育推進ボランティアへの参加協力を行った。 

ウ）食に関する指導の充実 〈教育研修課〉 

市内全小・中学校において、栄養教諭、学校栄養職員による児童生徒の食生活の実態に沿った食に

関する授業実践や食に関する指導を行った。 

また、食に関する指導の学習効果を上げるために、栄養教諭や学校栄養職員の資質向上、授業力向

上につながる研修を進めた。 

さらに、食に関する指導研修会（栄養教諭配置校訪問）では、授業研究や参加者のグループ協議な

どを通して、参加者の学校の実態に応じた食育推進の取組についての支援を行った。 

エ）学校給食の充実 〈学校保健給食課〉 

栄養バランスのとれた豊かな食事を提供することにより、健康の保持増進、体位の向上を図ってい

る。地元の農業や食文化への理解を深めるため、地元の食材を取り入れることで、学校給食の目標の

1 つである食育の推進を図った。 

 

（４）子供たちの状況に応じたきめ細かな教育の推進 

①特別支援教育の推進 

ア）下関市教育支援委員会の開催 〈学校教育課〉 

障害のある子供の状況を正しく理解し、一人ひとりの可能性が最大限に伸長される適切な就学先や

必要な教育支援について審議するため、下関市教育支援委員会(*)を開催した。前年度と比較して審議

対象児童生徒数は、ほぼ横ばいの状態であるが、教育支援委員会前に実施する就学相談会を含め、児

童生徒及び保護者への丁寧な聞取りや、一人ひとりの状況に即した審議を行うことができた。 

〔(*)平成 27 年 4 月 1 日に下関市就学指導委員会から改称〕 

イ）小・中学校への特別支援教育支援員の配置 〈学校教育課〉 

特別な支援を必要とする子供が就学する小・中学校において、生活や学習上の困難を改善・克服す

るため、適切な支援・介助を行う特別支援教育支援員を配置した。 

年度当初の配置後も、学校との情報共有を密に行いながら児童生徒の状況把握に努め、支援の必要

性の高い学校へ順次、追加配置を行う等、きめ細かな支援体制を整えた。 

ウ）特別支援学級就学に対する助成 〈学校教育課〉 

児童生徒の特別支援学級への就学について、就学に関しての特別な事情を配慮し、保護者

の経済的負担を軽減し、特別支援教育の推進を行った。 

エ）特別支援学級の設備整備 〈学校支援課〉 

小・中学校の特別支援学級における教育活動に必要な教材や備品などの整備を行った。 
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２．学校の教育力を高めます 

（１）学校の組織力の向上 
①組織力を高める取組 

ア）評価を生かした組織的な取組 〈学校教育課／教育研修課〉 
 

市内各小・中学校が、学校評価、教職員評価、授業評価及び各調査結果を通して学校の状況を明ら

かにするともに、課題を共有しながら、学校運営協議会委員等、学校関係者からの意見・要望等を取

り入れ、実効性のある重点目標を設定した。 

また、学校通信やＷｅｂページ、保護者会等を通して学校評価の結果を公表することで、学校の課

題を家庭、地域と共有し、保護者や地域の意見を反映させる取組を進めた。 

 

②教職員の適切な配置  

ア）教職員の適正な人事管理 〈学校教育課〉 

各学校において、教職員一人ひとりがそれぞれのモチベーションやキャリアステージに応じた資質

能力の向上を図り、専門性を発揮しながら、特色ある学校づくり、確かな学力の育成や体力の向上、

生徒指導の充実、キャリア教育の推進等の諸課題に組織的かつ適切に対応できるよう、全市的な視野

に立ち、人事異動を行った。 

イ）非常勤講師の活用 〈学校教育課〉 

県教育委員会と連携し、非常勤講師の配置によって、学校の実情に応じた、よりきめ細かな指導が

行える体制を整えた。 

 

③校種間の連携の推進 

ア）なめらかな接続のための体制づくり 〈教育研修課〉 

こ幼保小連携を図るための研修会を開催し、幼児教育長期研修生による報告や校種を越えた意見交

流を行った。 

同じ中学校区の小学校と各園が、こ幼保小連携の取組について情報交換をしたり、連携の在り方に

ついて再確認したりする場を設けたことで、より連携が深まってきている。 

小中連携の取組としては、小・中学校の共通課題に応じて各中学校区で協議会を設置したり、小・

中学校合同の研修会を開催するなど、小・中学校教職員の相互理解が増し、互いに協力して児童生徒

を育てる意識が高まるとともに協力できる体制が更に整ってきている。 

また、小中一貫教育についての研究を行うため、平成 28･29 年度は名陵中学校区、平成 30 年度から

は、長成中学校区を指定校区とし、取組を進めている。 

中高連携については、下関地域中高連携教育推進協議会を年 3 回開催し、県立高等学校の再編整備

等に関する情報を共有することができた。 

イ）小中一貫教育の推進 〈教育研修課〉 

小中一貫教育の推進のため、平成 27 年度に「下関市新しい学校づくり推進委員会小中一貫教育部会」

を立ち上げ、本市の実情に合った小中一貫教育の研究を開始している。特別委員として学識経験者を

講師に迎え、継続的な指導を受けるとともに、先進地視察等を行った。また、平成 28 年度から 2年間、

「小中一貫教育研究推進校」として、名陵中学校区を指定し、地域の特色を生かした名陵中学校区に

ふさわしい小中一貫教育の在り方について研究に取り組んだ。また、平成 30年度からは、長成中学校

区を研究推進校区として、一小学校一中学校における、よりよい小中一貫教育の在り方について研究

している。 

さらに、平成 28 年度から小中連携・一貫教育に関する中核市研修を実施し、教員への研修機会を確

保している。 

 

（２）教職員の指導力の向上 

①指導力を高める研修の実施 

ア）教職員の経験に応じた研修の実施 〈教育研修課〉 

平成 30 年 3 月に策定された「山口県教員育成指標」に基づいて、教職員一人ひとりの資質向上を図

るために、「基本研修」・「専門研修」・「希望研修」等、5つの研修体系・研修計画を整え、どの研修が

育成指標のどこに対応しているのかを意識した「育成指標対応表」を作成した。 

教職員のキャリアステージに対応するため、初任者、2年次、3 年次、6年次及び中堅教諭を対象に、
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職務に関する専門的知識と実践上の課題について、それぞれの経験に応じた研修を実施した。研修に

おいては、実際の授業を参観したり、模擬授業を行うなど、より実践的な研修になるよう運営の工夫

を行っている。 

今後は、教育公務員特例法（昭和 24 年法律第 1号）等の一部改正に基づき教員の研修体制の見直し

等を慎重に行い、これからの学校教育を担う教員の資質の向上を目指していく必要がある。 

イ）教職員の専門性を高める研修の実施 〈教育研修課〉 

教職員の資質向上を図り、より質の高い教育を提供するため、認定こども園、幼稚園・小・中・高

等学校教職員に対して、中核市として市独自に教職員研修講座を全 57 講座開催した。 

また、研修内容を整理し、新学習指導要領実践研修会等、教職員のニーズや学校における様々な教

育問題に対応した研修会を行っており、研修後のアンケートからは、受講者の満足度が常に高い結果

となっている。 

さらに、自主研修会「わくわく教師塾」や指導主事等による要請訪問等を引き続き行い、「学びが好

きな子ども」の育成・「学びの街・下関」の創造に向けて、自らが学び続ける教職員を目指している。 

ウ）指導主事等の派遣による校内研修などへの支援体制の充実 〈教育研修課〉 

全ての認定こども園・幼稚園、小・中学校に、年 1 回研修支援訪問を行うとともに、各園・学校か

らの要請に応じて、その都度校内研修等に指導主事等を派遣し、教職員の指導力向上のための支援を

行った。また、担当園・学校や専門分野を決めて日常的に指導主事等が園・学校訪問を行うことによ

り、学力向上や生徒指導、特別支援教育、新学習指導要領に関する情報提供等、園・学校の課題に応

じたきめ細かな支援に努めた。園・学校と教育委員会が連携を図りながら、研修の成果や課題、今後

の方向性を確認する場となっている。 

さらに、県教育委員会の園・学校訪問にも同行し、県市が協力して、学校の研修の充実、教員の授

業力向上に向けて支援を行った。 

 

②教育センターの整備・運営 

ア）教育センターの整備・運営 〈教育研修課／教育政策課〉 

平成 28 年 1 月 29 日に整備工事が完成し、平成 28 年 3 月 22 日から上田中町庁舎で執務していた教

育委員会事務局の一部が移転し教育センターの運用を開始し、5年目を迎えている。 

教育センター研修室等全体の令和元年度の稼働率は約 65.9 パーセント、利用延べ人数は 35,135 人

となった。 

各種研修・会議等が実施されており、教職員の研修拠点として有効活用されている。 

 

（３）教育環境の整備 

①市立学校の適正規模・適正配置の推進 

ア）市立小・中学校の適正規模・適正配置の推進 〈教育政策課〉 

第 2期下関市立学校適正規模・適正配置基本計画※1（計画期間：平成 27 年度～令和元年度）に基づ

き学校統合に向けた合意形成を進めるため、「学校統合に関する意見交換会」を 5 回開催した。 

本計画に示す統合モデルのうち、豊北地区において、令和 2 年 3 月末までに全ての小学校が閉校し、

令和 2年 4月に新たに豊北小学校として開校することとなった。 

また、豊田地区の豊田中小学校（児童数 19 人）において、令和 2年 2月に「令和 3 年 4 月に西市小

学校との統合を目標とし、統合後の学校位置は現在の西市小学校の位置とすること」が確認・決定さ

れ、同年 3 月に豊田中小校区代表者より「学校統合に関する要望書」が市長及び教育長へ提出された。 

さらに、同計画の統合モデルのうち、名陵中学校区（名池小学校、王江小学校及び名陵中学校）に

おいて、各校区で「新しい学校づくり検討協議会」が設立され、令和 2 年 2 月に第 1 回新しい学校づ

くり 3校協議を実施した。 

適正規模・適正配置事業を積極的かつ効果的に進めるため、教育に関する専門的知識や経験を有す

る職員（適正規模アドバイザー）を引き続き配置することで、学校との緊密な連携や保護者・地域住

民に対するわかりやすく説得力のある説明等を行い、より一層の事業推進を図った。 

また、第 3期基本計画の策定に当たり、令和元年 12 月に第 1 回下関市立学校適正規模・適正配置検

討委員会を開催した。 

※1「第 2 期下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」：少子化に伴い、市立小中学校の小規模化が進行する中、将来にわ

たって義務教育の教育水準の維持・向上を図り、子供たち一人ひとりの「生き抜く力」を育てることができる、よりよい教

育環境を提供することを目的として策定された計画 
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②私学教育の振興 

ア）私学に対する助成 〈学校教育課／教育政策課〉 

私立学校等の特色ある教育事業を促進し、本市の学校教育の発展を図るため、私立中学校、

私立高等学校及び私立専修学校に対し、事業の実施等に係る経費の一部を助成した。 

 

③学校給食施設の管理運営 

ア）学校給食施設の衛生管理 〈学校保健給食課〉 

子供たちに安全・安心で栄養に配慮した学校給食を提供するために、学校給食従事者の研修や衛生

機器の更新を図り、衛生管理の徹底に努めた。 

イ）給食施設の管理運営 〈学校保健給食課〉 

子供たちに安全・安心で栄養に配慮した学校給食を提供するために、厨
ちゅう

房機器の更新を行うととも

に、給食施設の維持管理や食材調達の円滑化に努めた。 

 

④安全な施設、教材教具等の整備 

ア）学校施設の耐震化 〈学校支援課〉 

「下関市立小・中学校耐震化計画」に基づいて、計画的かつ効率的に学校施設の耐震化を行い、一

定のめどが立った。 

イ）学校施設の長寿命化 〈学校支援課〉 

小・中学校施設の 9 割が建築後 25 年を経過している状況において、小・中学校施設の老朽化対策を

効率的・効果的に進めるため、従来の建替えではなく、長寿命化改修によりコストを抑えながら学校

施設の安全面や機能の改善を図り、児童生徒に安全で機能的な教室環境を提供する。 

老朽化により劣化の進行した学校施設の構造体（柱、梁
はり

、壁、床等）の耐久性と建物の安全性を向

上させながら、内外装を改修し、機能や性能を現在の学校が求められる水準まで引き上げる小・中学

校長寿命化事業に取り組んでおり、長寿命化事業対象校舎の基礎調査を実施中である。 

ウ）学校施設の整備 〈学校支援課〉 

小・中学校の安全で安心な教育環境を維持するため学校施設の修繕、改修工事等を実施し、教室の

環境に係る望ましい温度を確保するため、小・中学校の普通教室・特別支援教室・通級教室にエアコ

ンの整備を行った。 

また、現在の建築基準法に適合しないもの及び大地震の際において倒壊につながるおそれのあるブ

ロック塀の改修を行った。 

エ）教材教具の整備 〈学校支援課〉 

小・中学校における教材教具の整備を図った。 

オ）学校図書の充実 〈学校支援課〉 

小・中学校の図書室における学校図書の整備を行った。 

 

⑤就学に対する支援 

ア）奨学金の貸付 〈学校教育課〉 

有用な人材育成のため、向学心があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に対し、

学資を貸し付け、支援した。 

イ）学用品費等の援助 〈学校教育課〉 

義務教育について、経済的理由によって就学が困難な市立学校（県立中等教育学校を含む。）の児童

生徒の保護者へ就学援助を行った。 

ウ）遠距離通学に対する援助 〈学校教育課〉 

片道の通学距離が小学校は4キロメートル以上、中学校は6キロメートル以上の児童生徒を対象に、

通学費の援助を行った。 

エ）スクールバスの運行 〈学校教育課〉 

豊田、豊浦、豊北地区において、スクールバスの運行を実施した。 
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３．社会全体の教育力を高めます 

（１）家庭の教育力の向上 

①家庭への学習支援 

ア）家庭の教育力を高めるための講座の実施 〈生涯学習課〉 

家庭教育の充実を図るため、こども園、幼稚園及び小学校において保護者を対象に家庭教育学級を

開催した。 

 

②家庭教育を支える組織の育成 

ア）社会教育団体の育成 〈生涯学習課〉 

下関市ＰＴＡ連合会及び下関市連合婦人会に補助金を交付した。 

 

（２）地域の教育力の向上 

①青少年健全育成の体制づくり 

ア）青少年健全育成のための体制整備と啓発 〈生涯学習課〉 

青少年健全育成のための市民運動を展開し、心身ともに健全な青少年の育成を図るため、

教育・啓発活動を行った。 

イ）青少年団体への支援 〈生涯学習課〉 

青少年団体の育成を図るため、補助金を交付した。 

 

②青少年の交流活動の場づくり 

ア）多様な体験活動の実施 〈生涯学習課〉 

深坂自然の森「森の家下関」において、市内の小学校 4 年生から 6 年生までを対象にして、「自然の

中で生き抜く力を身につけること」を目的としたキャンプを実施した。 

青年の家では、自主性と思いやりの心、規範意識を養い、心身ともに成長することを目的とした野

外活動を実施し、延べ 249 人が参加した。 

イ）青少年交流施設の活用の促進 〈生涯学習課〉 

青年の家において、青少年の規律ある共同生活と研修を通じて交流を深め、人間関係を育て、学校・

地域・職場の活動に貢献できる青少年の育成を図った。 

また、菊川青年交流館において、青年の交流を通じた自主的活動（青年団活動）の振興促進を図っ

た。 

 

③地域活動を支える指導者の育成 

ア）指導者に対する研修の実施 〈生涯学習課〉 

子供の指導者として活動している人や青少年の健全育成に関心を持つ人を対象に、活動す

る上で役立つ情報や体験活動・スポーツ等について学ぶことにより、知識・理解を広げ、指

導者の資質の向上を図った。 

 

（３）学校・家庭・地域の連携 

①地域とともにある学校づくりの推進 

ア）学校における生徒指導に対する地域連携の強化 〈学校教育課〉 

児童生徒の問題行動等に係る実態を把握し、保護者や地域、児童相談所や警察等の関係機関との連

絡調整も踏まえ、学校とともに対応策を多角的に検討するなど適切な支援に努めている。 

取組の一つとして学校・家庭等に「スクールソーシャルワーカー※1」を派遣し、生徒指導上の課題

解決に向けて対応した。 

※1「スクールソーシャルワーカー」: 不登校や児童虐待等で家庭環境・生活環境を要因として学校の対応だけでは改善が困

難な事案に対して学校に派遣される社会福祉士や精神保健福祉士等の専門家 

イ）コミュニティ・スクールの推進 〈教育研修課〉 

平成 24 年度に、全ての小・中学校に下関市コミュニティ・スクール運営協議会が設置され、下関市

コミュニティ・スクールとして指定し、平成 26年 7 月には、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第 47 条の 6 の規定に基づき、下関市学校運営協議会規則（平成 26 年教育委員会規則第 8 号）を定

め、全ての学校が法にのっとったコミュニティ・スクールへと移行した。 

また、地域と学校をつなぐコーディネーターについては、全小・中学校への配置が平成 27 年 6 月に
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完了し、研修会を行ってきた。併せて、学校運営協議会委員等を対象とする研修会を開催し、コミュ

ニティ・スクールの取組の充実を図った。 

地域において学校運営協議会等を活用した熟議の実施等の支援を行い、学校や地域の特色を生かし

た地域とともにある学校づくりを引き続き目指す。 

地域連携教育推進会議を開催し、下関市立大学天野准教授や地域連携教育特任アドバイザーである

山口大学大学院静屋教授からアドバイスをいただき、成果と課題を全体で共有しながら推進を進めて

いる。 

各学校長が校区のコミュニティ・スクールの状況をプレゼンテーションにまとめ当該校の児童生徒

に対して紹介をするようお願いをしている。 

令和元年度の各学校の取組をきらめきネットに掲載するなど、コミュニティ・スクールに対する理

解を深め、取組の充実を図った。昨年度は、全国各地から本市のコミュニティ・スクールへの視察が

13 件、また海外からの視察もあるなど、全国的に注目されている。 

ウ）学校運営協議会の活性化 〈教育研修課〉 

学校や地域の「願い」を実現するために、全小・中学校が家庭・地域と一体となり、学校運営・学

校支援・地域貢献の充実を目指して学校運営協議会を実施している。学校運営協議会やコミュニティ・

スクール事業に関する行事に地域連携教育エリアアドバイザーの安冨浩氏を派遣し、活動の価値付け

や助言を積極的に行っている。エリアアドバイザー活動を通して各地域の活動の様子を把握し、その

情報を更に各地域に伝達していくことで更なる活性化を進めている。 

また、小・中学校が合同で学校運営協議会を実施するなど、小中連携も進んでいる。 

さらに、学校運営協議会委員を対象に、講演会や実践発表を行った。 

エ）学校応援団の組織化 〈教育研修課〉 

公民館、ボランティア団体、ＰＴＡ、地域住民、地域企業、自治会、ふるさと下関協育ネット、ま

ちづくり協議会、民生委員等多くの団体や個人が学校応援団として活動している。 

地域住民・保護者ボランティアによる学校支援体制づくりを目指し、学校に必要な支援内容の明確

化と計画的な実施、地域住民と教職員とが協働する場の創出などに取り組んだ。 

また、下関青年会議所と連携し、学校の要望を地域が企業等にスムーズに伝わる仕組みを考案して

いる。 

オ）学校と地域との連携の強化・促進 〈教育研修課〉 

学校と学校応援団、地域をつなぐコーディネーターを全小・中学校に配置し、スムーズな連携、効

果的な取組を促進した。地域連携教職員やコーディネーターが地域と学校を結ぶことで、児童生徒、

教職員、地域の方で熟議の開催が増加している。広報戦略課と連携し熟議の様子や活動の様子を市報

に掲載している。 

また、コーディネーター及び地域連携担当教職員の資質向上及び活動充実のため、研修会を行った。 

 

②地域の子供を地域で育てる活動の促進 

ア）「ふるさと下関協育ネット」及び「放課後子供教室」の実施 〈生涯学習課〉 

地域の教育力向上を図ることを目的として、地域住民等の参画によるふるさと下関協育ネット及び

放課後子供教室を実施した。 

・ふるさと下関協育ネット事業の実施・・・29 小学校、14中学校 

・放課後子供教室の実施・・・23教室 

イ）「放課後子供教室」の「放課後児童クラブ」との連携の推進 〈生涯学習課〉 

放課後子ども総合プランに基づき、一体型を中心とした放課後子供教室の放課後児童クラブとの連

携に向けて調整を図った。 
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４．生涯を通じて学ぶ機会を提供します 

（１）図書館の充実 
①図書館の充実 

ア）図書館基本計画の遂行 〈図書館政策課〉 
平成 30 年 3 月に策定した下関市立図書館基本計画に基づき、年次計画を作成した。この年次計画を

各図書館が遂行することにより、図書館サービスの充実を図っている。 

イ）図書館サービスの向上 〈図書館政策課〉 

・図書等の資料の整備・充実 

総貸出冊数   1,195,928 冊 

総貸出件数     288,009 件 

資料購入費     42,645 千円 

・図書館の施設整備 

各地域図書館の維持管理に係る修繕を行った。 

雨漏り修繕や、照明器具取替など老朽化した施設の整備、ソファ等の張り替えなどの快適な環境整

備を行った。  

②子供の読書活動の推進 

ア）学校貸出用図書の充実と人材の育成 〈図書館政策課〉 

学校貸出用図書を整備し、幼稚園・保育所や小・中学校等に貸出を行った。 

 

（２）生涯学習の推進 

①公民館など生涯学習拠点施設の整備と活用の促進 

ア）公民館等の整備と管理運営 〈生涯学習課〉                  

生涯学習の推進及びコミュニティ活動拠点として設置している公民館等（公民館 34 館、その他社会

教育施設 6施設）及び、指定管理者制度のもと、生涯学習プラザの管理運営を行った。 

イ）公民館学級の実施 〈生涯学習課〉 

各公民館を中心に、地区市民学級や地域ふれあい活動を開催し、地域住民の知識や技能を高めた。 

ウ）各種講座の開催 〈生涯学習課〉 

市民のリクエストに応じて職員等が出向く「下関市生涯学習まちづくり出前講座」や本市と北九州

市が提携した「関門海峡・温故知新塾」を開催するなど、多様な学習機会の提供に努めた。 

また、成人向けに豊かな生き方を学ぶ「市民文化セミナー」のほか、ジャンルを問わず第一線で活

躍している方々に自らの人生について語ってもらうことで、子供たちに夢や希望を与え、未来へ向け

て羽ばたく人材を育成することを目的とする「下関みらい塾」を開催した。 

 

（３）芸術・学術文化活動の推進 

①美術館の環境整備 

ア）美術館の環境整備 〈美術館〉 

省エネルギーで、かつ、文化財の保存に適した LED 照明への取替を行った。 

 

②博物館など学術文化拠点の整備 

ア）新博物館の整備と長府博物館の改修 〈歴史博物館〉 

新博物館建設計画は、博物館資料の収集保管、調査研究、展示活動を行う新館の建設と、教育普及・

学習支援活動を行う旧長府博物館の改修とで構成されている。新館は、平成28年 11月 18日に開館し、

順調に運営している。しかしながら、旧長府博物館改修については、改修費用等の課題があり進捗し

ていない。 

イ）共通収蔵庫の整備と土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムのリニューアル 

〈土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム／文化財保護課〉 

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの敷地内に市域の人類学、考古学及び民俗学に係る資料のうち

滅失するおそれのある資料を集約的に保管する各博物館等施設共通の収蔵施設を設置し、市域にある

文化財の収集及び適切な保存を図るとともに、これを市民及び観光客に公開することを整備目的とし

て、平成 28 年度から 29 年度にかけて土井ヶ浜整備事業基本構想検討委員会を開催し基本構想を策定

した。 

平成 30 年度は基本計画策定に至らなかったため、建築関係、観光関係、博物館関係、地域団体等の
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外部有識者から意見を伺い、検討を重ねた。また、令和元年度も基本計画策定とはならなかったので、

資料の整理、温湿度管理可能な収蔵庫へ収納する必要がある資料の数量などの検討を継続し、基本計

画策定に向けて検討を行った。 

ウ) 日清講和記念館の改修 〈歴史博物館〉 

日清講和記念館については、平成 28 年 4 月 1 日から歴史博物館の分館とし、「公の施設」に位置づ

けた。 

昭和 12 年竣工の日清講和記念館の建物については、経年による劣化が著しいことから、劣化調査及

び耐震改修等に係る協議を市関係課所と行ったが、第 2 次総合計画実施計画に未掲載となったため、

引き続き検討することとなった。 

近年は、台湾、中国、韓国などの東アジア諸国からの来館者が急増していることに加え、日本遺産

「関門“ノスタルジック”海峡」の構成資産となったことから、日本語のほか、中国語（簡体、繁体）、

韓国語のリーフレットを作成するとともに、SNS による情報発信を積極的に行い観覧者の利便性の向

上を図った。 

エ）考古博物館のリニューアル等 〈文化財保護課〉 

開館以来 22 年が経過し、設備の老朽化が進み、常設展示の固定化や教育普及事業の定型化などの課

題にも直面している。社会変化やライフスタイルの多様化による市民ニーズに対応し、学校教育から

生涯学習まで市民の学びに寄与し、共に歩む博物館となるよう、将来の博物館の方針を含めたリニュ

ーアル計画を立案するための現況把握と試験的な取組を進めた。 

また、博物館利用の促進と市民ニーズの的確な把握の観点から、地域連携を積極的に推進し、及び

複数のまちづくり協議会との連携事業の可能性について協議し、実現を模索した。中でも、地元川中

地区まちづくり協議会については、昨年度同様に川まち弥生まつり開催への協力を行い、行事開催に

向けた準備協議の中から、施設に対する地域ニーズの掘り起こしを行い、今後の継続した展開への手

ごたえを得た。 

新型コロナウイルス感染症対策に伴い、３月に予定された行事が中止となったことは残念であるが、

今後更に連携を深めたい。 

オ）豊田ホタルの里ミュージアムの展示リニューアル 〈文化財保護課〉 

開館後 16 年を経過した豊田ホタルの里ミュージアムの展示をリニューアルし、本市の自然史博物館

として整備するための検討を進めた。 

また、施設の役割を明確化するために、施設名称の併記（豊田ホタルの里ミュージアム、下関市立

自然史博物館）が実現した。 

カ）積極的な学術資料の収集 〈文化財保護課／美術館／歴史博物館〉 

美術館では、(1)下関の美術の歴史に係る作品、(2)下関の美術の歴史を美術全体の中で位置付ける

ことができる作品、(3)芸術的価値の高い作品を対象とする収集方針に従い、収蔵品の充実に努めてい

る。令和元年度は、合計 18 件の美術資料（作品及び資料）を収集した。収集区分別にその内訳を示す

と、寄贈 9 件（度会洞玉作「厩馬図」など絵画 4 件及び清水恒治「唐戸市場」など写真 4 件、清水恒

治の撮影関係資料 1件）、寄託 8件（笹山惟傳「龍門鯉魚図」の絵画 1 件、堀尾信夫「華弁双池研」の

工芸 1件、田能村竹田「芙蓉竹石図」など資料 6件）、保管転換 1 件（藤田隆治「浜の風景」の絵画 1

件）である。 

歴史博物館は、本市の中核的な歴史系博物館・文化財保存公開機関として、博物館展示の質的向上

を図るとともに、本市ゆかりの文化財等の散逸を防ぐため、系統的な資料収集及び市内外に所在する

本市ゆかりの文化財（古文書、歴史資料、美術工芸品など）の収集を行っている。昨年度は、寄贈が

302 件 424 点、寄託が 9件 11 点あり、合わせて 311 件 435 点の資料を収集している。主な寄贈資料に

は、長府藩の奉書や乃木希典書簡などからなる山本家資料、清末藩領貴飯村への沙汰書などを含む松

尾家文書、近代に再興された小早川家に伝来した小早川家資料などがある。また、寄託資料には、攘

夷戦に際して鋳造された臼砲の模型などを含む木村家資料などがある。なお、平成 28 年度から開始し

た長府毛利家遺品の計画的な公有化（購入）については、所有者の事情により平成 29 年度は不執行と

したが、令和元年度は 5 年計画の第 3年次として公有化を行った。 

豊北歴史民俗資料館においては、国登録有形民俗文化財を国指定重要有形民俗文化財にあげるため、

旧下関市域の漁具関係資料の収集整理を実施した。 

烏山民俗資料館においては、市域の近代観光関連資料及び市域の近代温泉文化に関する資料の調

査・収集を実施した。 

豊田ホタルの里ミュージアムにおいては、市域の生物調査及び化石・岩石調査を行い、多数の標本

を収集した。 
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考古博物館においては、昭和 40 年に市内で採取された国内最初の恐竜化石(卵化石)の寄贈を受けた。

なお、当該化石は、新種であることが明らかとなり、令和 2 年にムルティフィスウーリトゥス・シモ

ノセキエンシス（Multifissoolithus shimonosekiensis）という下関の地名を冠した学名が命名され、

世界的に認知された。併せて、北九州市立自然史博物館所蔵の吉母産出の恐竜足跡化石 2 点について、

レプリカ制作を行った。また、響灘沿岸部の古地理変遷とそれに伴う遺跡形成過程や災害史について

の基礎的研究を行うため、新潟大学災害・復興科学研究所と共同研究を実施し、地質ボーリングによ

るコア資料を多数収集した。 

 

キ）調査研究の充実と関係機関との連携 〈文化財保護課／美術館／歴史博物館〉 
  

美術館では、特別展「横山眞佐子と 3 人のゆかいな仲間たち 安野光雅／角野栄子／あべ弘士」開

催に伴い、地域で絵本文化の普及に長年貢献してこられた横山眞佐子氏の仕事について調査した。ま

た、特別展「やなせたかしのきせき アンパンマンを生んだひと」に関連して、クラフト作家冨田一

男の資料を預かり、聞き取り調査を行った。さらに、今年度は昨年度に続き写真家清水恒治氏の作品

を収集し、調査・研究を進めた。 

考古博物館では、研究紀要第 24 号を刊行した。また、山口県博物館協会が主催する研修会に積極的

に参加し、博物館活動の現状と課題などについて知見を深めるとともに加盟館と情報交換を行った。

また、新潟大学災害・復興科学研究所との共同研究として、地質ボーリング調査資料に基づく響灘沿

岸地域における海岸低地の古地理復元、縄文時代の海進、津波堆積物の有無、弥生時代の水田立地と

自然災害の影響等について知見をえるための基礎試料の収集とそれに基づく基礎研究を行った。 

歴史博物館では、研究紀要第 1 号を刊行した。また、日本博物館協会中国支部研修会及び山口県博

物館協会が主催する研修会に参加し、博学連携などに関する知見を深めるとともに、各加盟館と情報

交換を行った。また、日本博物館協会中国支部が主催する総会に参加し、加盟する博物館施設との議

論を深めた。     

東行記念館では、山口県博物館協会が主催する研修会に参加し、博学連携などに関する知見を深め、

各加盟館と情報交換を行った。 

豊田ホタルの里ミュージアムでは、下関地域及び山口県内の自然史に関する調査・研究を行い、そ

れらの研究成果の一部をまとめた「豊田ホタルの里ミュージアム研究報告書第 12 号」を刊行した。 

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムでは、国内研究機関（鳥取大学、東京大学総合研究博物館、京

都大学等）と中国の関係機関（上海博物館、吉林大学等）の所属研究者と共同で中国上海市広富林遺

跡出土の新石器時代人骨の研究を継続し、平成 29 年度からは国内の大学及び研究機関と沖縄県白保竿

根田原洞穴遺跡出土人骨の共同研究を開始している。また、九州大学アジア埋蔵文化財研究センター

と古人骨資料の研究連携・協力に関する覚書に基づき共同研究を実施した。その他に、新潟大学災害・

復興科学研究所及び文化財保護課との共同研究として、響灘沿岸地域の地質ボーリング調査に参加し

た。また、古人骨調査の成果報告と企画展示で使用した配置薬に関する資料の整理について「研究紀

要第 15 号」にまとめ刊行した。 

烏山民俗資料館では、川棚温泉まちづくり株式会社、川棚コスモス倶楽部と共同で、「川棚温泉ひな

まつり」を開催し、開催期間中に「カラスヤマのひな祭り」を実施した。 

ク）魅力的・効果的な展示 〈文化財保護課／美術館／歴史博物館〉 

美術館では、令和元年度中に、幅広いテーマ設定による特別展と所蔵品展を開催した。特別展とし

ては、「横山眞佐子と 3 人のゆかいな仲間たち 安野光雅／角野栄子／あべ弘士」を企画し、下関の絵

本の普及に貢献してきた横山眞佐子の活動を振り返り、横山と特にかかわりの深い 3 人の絵本作家の

作品を紹介した。「やなせたかしのきせき アンパンマンを生んだひと」では、子供から大人まで幅広

く愛される「アンパンマン」の作者として知られる、やなせたかしの絵本原画や資料を展示し、多彩

な制作の軌跡をたどった。また、「書家・金澤翔子展」では芸術性の高い書の作品を展示し、短い会期

ながらも多くの観覧者を迎えた。所蔵品展では、狩野芳崖や高島北海、大庭学僊など、地域ゆかりの

美術を紹介する 5本の展示を開催した。 

考古博物館では、共催事業である山口県埋蔵文化財センター巡回展「発掘された山口」を皮切りに、

特別展「至宝しものせき－梶栗浜遺跡と弥生の墓制－」、発掘速報展「掘ったほ！下関 2019」、「郷台

地奇譚 EpisodeⅢ－郷台地の弥生石器とその石材－」を開催し、本市の歴史についての理解を深め文

化財に愛着を持つことを目的とした企画展示を開催した。 

歴史博物館では、常設展示のほか、企画展示として、「長門国府から長府へ～城下町成立前史～」、

高杉晋作生誕 180 年記念企画展「晋作と龍馬」、「源平合戦と下関」、「幕末長州藩の戦いと戦術」、「下
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関の文化財―美術工芸品を中心に」を開催した。特別展示では、赤間関市誕生 130 年記念特別展示「下

関の鉄道物語」、長府藩初代藩主毛利秀元生誕 440 年記念特別展「関ケ原―天下分け目と毛利氏の戦い」

を開催した。また、関連イベントとして、ミニ講座、展示解説、こども鉄道模型運転会、ミニ SL 展示

会、こども制服試着体験、京都鉄道博物館のミニ SL 展示、日本遺産関門“ノスタルジック”海峡巡回

パネル展、表千家只楽会呈茶席等のイベントを開催した。 

東行記念館では、高杉晋作生誕 180 年記念企画展「赤間関之鎮主高杉晋作」、夏休み子ども向け企画

展「ファミリーヒストリー高杉家のひみつ」、「猛烈奇兵―晋作が描いた奇兵隊」、「晋作に魅せられた

者たち」の常設企画展を開催した。また、関連イベントとして、展示解説やこども向け展示解説、境

内見学、講演会、しんさくクイズなどを実施した。 

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムでは、「土井ヶ浜遺跡をめぐる謎」「人と病～暮らしの中の薬と

治療～」「食の人類学Ⅰ防長菓子ものがたり Part1」を企画展示として開催した。 

烏山民俗資料館では、旧宇賀村出身の政治家である湯浅倉平をとりあげた企画展「生誕 145 年記念 

湯浅倉平」を開催し、旧宇賀村に寄贈された湯浅倉平の遺品を公開した。なお、本展覧会開催を契機

として福島県郡山市在住の湯浅本家の方々が来館された際に地元自治会や宇賀村関係者が資料館に集

い、湯浅倉平の墓参りや記念碑の案内役を務めるなど、本展覧会を介して郡山の湯浅家と宇賀地区で

新たな交流が生まれることとなった。そのほかに企画展を 3 回、所蔵品展を 3 回、合計 7 回の展覧会

を開催した。 

豊北歴史民俗資料館では、資料整理が終了した農具を 1 年の農作業サイクルに合わせた連続企画展

「躍動する民具―土地とともに生きる人々―」を 4 回に分けて季節ごとに開催した。そのほか、「平成

のあしあと―太翔館の展示ポスター・チラシからみる平成―」、「夏のすごしかた―くらしとおもちゃ

―」、「豊北・下関の伝説―戦と怨霊信仰―」、「変わるくらしと道具―社会の教科書の道具たち」など

合計 9 回の展示を開催した。いずれも資料収集・整理活動の成果としての民具、文献資料から地域を

考える展示を、地域住民との協力の上で開催した。 

豊田ホタルの里ミュージアムでは、企画展として、春季企画展「身近な魚の脳」、蛍季企画展「発

光生物の発光器と昼間も見れる光るホタル」、夏季企画展「蛍の生殖と蟲の生殖」、秋季企画展「身

近なナメクジの体」、冬季企画展「下関のコムカデ」を開催した。さらに、テーマ展として春季テー

マ展「下関の常緑樹の葉脈」、夏季テーマ展「収蔵標本展 カミキリムシ」、夏季特別企画「世界の

カブトムシとクワガタムシ」、秋季テーマ展「下関の代表的な地質」、冬季テーマ展「下関の冬に咲

く花」を開催した。 

ケ）普及活動の充実 〈文化財保護課／美術館／歴史博物館〉 

美術館では児童から一般まで幅広い層の市民を対象とした美術講座を開催した。展覧会と連動した

ワークショップでは、展覧会出品作家のあべ弘士氏が講師となり、小学生を対象とした「あべ弘士と

動物をつくろう」、クラフト作家冨田一男氏を招いた「やなせたかしの詩に絵をつけよう～布の貼り絵

～」を開催した。また、冨田一男氏による「木のおもちゃであそぼう」では、4 日間の開催で 770 人

もの参加者があった。さらに、夏休みには学芸員が講師となり「ストーンペインティング つくろう！

海のいきもの・山のいきもの」を開催した。 

前年度に引き続き、広報誌など紙媒体によるものとあわせ、フェイスブック、ツイッターなどＳＮ

Ｓによる告知をし、美術館活動の紹介・普及に努めた。 

考古博物館では、館内での体験講座や講演会を多数開催するとともに、館外への出前講座や出前授

業も積極的に受け付けた。加えて、アンケートの実施等により、市民ニーズの把握に努めるとともに、

新規メニューの試作を行った。そのほか、親しみの持てる博物館として多くの市民に利用されるよう、

平成 27 年に設定した公式キャラクター「ぶえ吉」フェイスブックによる博物館情報等の周知や「ぶえ

吉」着ぐるみの活用を積極的に行った。地域連携では平成 30 年度から始まった考古博物館等を会場と

する「川まち弥生まつり」に合わせ、土器焼成や勾玉づくり等の体験イベントを計画し、博物館での

地域行事開催による相乗的効果の創出に努めた。 

さらに、新潟大学災害・復興科学研究所との地質ボーリング調査を実施するに当たって、今後の考

古博物館におけるボランティア活動を考える一環として、考古博物館ボランティアの方々に参加を募

り、実際の調査研究の最前線を体験することで、今日における地域に根差した調査研究やボランティ

ア活動の意義について考えを深める契機とした。 

歴史博物館では、特別展示及び企画展示の関連イベントとして、ミニ講座、展示解説、こども鉄道

模型運転会、ミニ SL 展示会、こども制服試着体験、京都鉄道博物館のミニ SL 展示、日本遺産関門“ノ

スタルジック”海峡巡回パネル展、表千家只楽会呈茶席等を開催した。また、中学生の職場体験学習、

教師の職場研修の受入れ、学校や公益団体、市民団体などの依頼による出前講座や講師派遣に積極的
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に対応した。 

さらに、歴史講座＆展示解説を 5 回開催し、常設展示室で当館が収蔵する逸品を紹介したほか、新

たな試みとして、長府藩初代藩主毛利秀元ゆかりの地を巡る城下町散策イベントを実施した。 

東行記念館では、展示に併せて展示解説やこども向け展示解説、境内見学、講演会、しんさくクイ

ズなどを実施した。 

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムでは、平成 26 年度から自然人類学体験講座「ホネホネウォッチ

ング」と題して、自然人類学を中心とした体験型の講座を実施し、これらの内容を出前授業として市

内の学校、公民館、教育施設等において開催した。また、土井ヶ浜遺跡の出土遺物である貝輪を実際

に作る体験講座「貝輪づくり」を開催した。 

豊北歴史民俗資料館では、当館の県指定有形建物や所蔵資料である民具を使った小・中学生向けの

体験型学習「竹のおもちゃをつくってみよう」、「新春の遊びをしよう」、「昔の道具を使ってみよう」

を実施した。本年度から菊舎顕彰会と連携した菊舎を知る談話会をはじめ、豊北郷土文化友の会と連

携した歴史文学講座、古文書整理等を実施した。 

豊田ホタルの里ミュージアムは、下関市立唯一の自然史系博物館として自然史に関する調査・研究、

更に市民向けに様々な体験学習講座（観察会、夏休み講座等）を実施した。また、館内イベントや研

究者を招待して講演いただく特別講演会、学校等での出前講座を実施したほか、当館では初めての試

みとなる自然史に関する様々な体験講座を 1日で体験できる「自然史体験の日」を実施した。 

コ）博学連携の強化 〈文化財保護課／美術館／歴史博物館〉 

考古博物館では、未来を担う子供たちが郷土に誇りを持ち、郷土を愛する若者に育つことを願って、

小学校の歴史学習を中心とした学校単位での見学解説を多数行ったほか、中学校の職場体験や教職員

の研修受け入れをはじめ、市教育研究会小中学校社会科部会との意見交換などを積極的に行った。加

えて、学芸員養成課程に係る学生の博物館実習も実施した。また、今後発生が懸念される大規模自然

災害に対する防災・減災を目的とした大学等研究機関との連携研究を推進し、現代社会への博物館と

しての貢献の可能性を追求した。 

美術館では、幼保こども園、小学校の教員を対象とした、幼児教育実技研修会と授業づくり研修会

（小学校図工科）兼夏季研修会への講師派遣を行った。研修は、特別展の展示解説と講義実習を併せ

た形式で実施した。具体的には、美術教育についてのアンケートをもとにした討議、展示のテーマや

作品の見方についてのレクチャーと画材を用いた実習を行った。 

歴史博物館では、学校行事で来館する児童生徒への対応について学校教員と協議し、授業の進度や

歴史の理解力などを十分に把握した上で、展示解説やフィールドワークなどを行った。また、小・中

学校の教育研究会社会科部会の研修を受け入れ、学校教育における博物館連携について協議した。 

豊北歴史民俗資料館では、豊北・下関北高校との博学連携事業として地域探求を実施し、梅光学院

大学と共同で下関市域の庚申信仰の調査を実施した。また、町内小学校と協力し、資料館の展示を実

施した。 

サ）博福連携の検討 〈文化財保護課／歴史博物館〉 

考古博物館における博福連携の一環として、高齢者福祉施設入所者への広報、誘致を積極的に推進

した。また、休憩所弥生の里において、地域の子育て親子の交流促進や子育て関連情報の提供を目的

として、就学前の児童とその保護者を対象に地域子育て拠点施設として活用され、非常に好評を博し

ている。施設利用者の児童と保護者には考古博物館への来館を促すため、様々なコラボレーションイ

ベントを積極的に実施し、利用者層の拡大に努めた。 

歴史博物館では、老人憩の家や高齢者福祉施設ほか、福祉施設や老人クラブなどへ来館を積極的に

働きかけた。 

烏山民俗資料館では、川棚の杜で毎月開催する「なつかしの歌」イベントに高齢者及び福祉施設入

所者が数多く参加することから、高齢者及びその関係者との交流を目的として、昭和初期頃までの暮

らしをテーマとした展覧会「電気を使わない暮らし」を実施した。展示期間中館内では、介護施設か

らの来館者もあり、この時は高齢者と介護職員との関係が、日常の世話を受ける側から、昔の道具の

使い方を教える側に移ることで会話が弾む様子を見ることができた。 

 

（４）文化財保護活動の推進 

①歴史的・文化的資源を活かしたまちづくり 

ア）指定文化財及び登録文化財の管理状況の把握 〈文化財保護課〉 

本市が所有者又は管理団体となっている建造物、史跡、名勝、天然記念物等の指定文化財について、

適切な維持管理に努め、台風、豪雨、地震等の発生に際しては、被害状況の迅速な把握に努めた。ま



◆ 下 関 市 の 教 育 
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た、民間が所有する指定文化財については、文化財保護指導員などによる定期的な巡視を行った。 

重要文化財旧下関英国領事館については、平成 26 年 7 月 18 日の再開館後、指定管理者による公開

活用を行い、平成 26 年から続く文学サロンや休憩室（カフェ＆パブ）の運営により、英国文化の情報

発信に努めた。また、唐戸界わいや対岸の門司港への回遊を企図したイベントを実施したほか、新し

い試みとして、「日本遺産の日」にちなみ、旧下関英国領事館を含む構成文化財のＰＲを行うなど、来

館者の増加に努めた。 

来館者数は前年度より若干減少したが、附属屋ギャラリーの利用は前年度から 150 件以上増加した。 

イ）指定文化財に対する保護措置の強化 〈文化財保護課〉 

文化財の保存修理を行う所有者及び指定文化財の定期的な維持管理を行っている所有者に対して、

必要に応じて補助金を支出した。 

今後、保存修理等の措置が必要と考えられる指定文化財は、基礎調査等の実施により現状の把握に

努め、破損などが顕著な文化財については、所有者に対して保存修理などを助言するとともに、次年

度着手に向けて補助金の確保に努力した。 

また、新たに 3 件の有形文化財を、本市の文化財に指定した。 

「綾羅木地神祭」「住吉神社御田植祭」など未指定の無形民俗文化財についても現況把握などを行い、

今後の無形民俗文化財の保護活動のための情報収集を行った。 
ウ）埋蔵文化財に対する適切な保護と活用 〈文化財保護課〉 

試掘・確認調査 4 件を実施し、埋蔵文化財の基礎情報を収集した。また 2 件の本発掘調査を行った

ほか、工事立会や立会調査等を随時実施し、宅地造成等開発工事により影響を受ける遺跡の記録保存

に努めた。 

公共工事、宅地開発や不動産売買などに伴う埋蔵文化財の分布照会は、1,320 件を数え、前年度よ

り若干減少した。1,000 平方メートル以上の開発行為に伴う開発事前協議は 4,430 件あり、前年度よ

り 14 件減少した。これらの中から、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく発掘届又は発

掘通知の提出は 131 件（前年比 11 件増）あり、埋蔵文化財保護のための調整を行った。 

エ）市域に所在する文化財の悉皆調査 〈文化財保護課〉 

自然、歴史、文化遺産を生かしたまちづくり実現のため、平成 30年の文化財保護法の改正により新

たに制度化された文化財保護のアクションプランである「文化財保存活用地域計画」の策定を念頭に、

その手法等について研修会への参加などにより、情報の収集、検討に努めた。また、文化財総合調査

の一環として、北九州市と連携し、文化庁から認定を受けた「日本遺産 関門“ノスタルジック海峡

～時の停車場、近代化の記憶～」は認定 3 年目となり、1．情報発信（ホームページの英語化）2．普

及啓発（#のすたる関門インスタグラムフォトコンテスト、関門海峡キャンドルナイト、フグ料理 PR

イベント出展等）3．調査研究（北九州空港を利用した台湾からのインバウンドを対象とする行動・嗜

好調査）に取り組み、育成ボランティアを活用した地域イベントとの連携やＳＮＳの活用、首都圏で

のＰＲ等で一定の成果を上げた。 

 

②文化財の整備活用の推進 

ア）長州藩下関前田台場跡の整備活用 〈文化財保護課〉 

国史跡長州藩下関前田台場跡については、適切な管理・活用を図るため、定期的な除草等環境整備

を実施した。また、従来未整備であった駐車場について、近隣の土地を借り上げ、簡易的な整備を実

施し、来場者の利便性を向上させることができた。 

同時に、「明治日本の産業革命遺産」の関連資産として位置付けられたことや、日本遺産の構成文化

財として認定を受けたことにより、複合的な活用を視野に、ハード整備にとらわれず、柔軟な整備活

用の在り方を検討し、実現へ向けて関係機関等との協議・調整を実施した。 

イ）国指定三史跡の整備検討 〈文化財保護課〉 

昭和 40 年代後半から平成初期にかけて公有化し、将来の整備公開活用に備えている国指定三史跡に

ついて、考古博物館での展示講演活動はもとより、周辺域に県内屈指の密度で分布する周知の埋蔵文

化財包蔵地を含め、定期的な除草作業など環境の整備に努めるとともに、その価値を広く周知するた

め、愛護意識の啓発に努めた。   

また、綾羅木郷遺跡史跡指定 50 周年を記念し、川まち弥生まつり等地域連携事業を推進するなど、

市民の愛護意識の醸成に努め、今後の史跡等整備公開活用の推進に備えた。 

ウ）長府藩主毛利家墓所の整備 〈文化財保護課〉 

県指定文化財となった長府藩主毛利家墓所について、その立地性により優れた観光資源であること

から、定期的な除草作業など環境の整備に努めるとともに、その価値を広く周知するため、愛護意識
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の啓発に努め、将来の整備活用に備えた。 

エ）天然記念物などの現状把握 〈文化財保護課〉 

記念物のうち、名勝、天然記念物（樹木類）については、周辺環境及び気候環境の変化に連動して

適切な維持管理に課題を抱えているものが多い。このため、所有者等の協力のもと適宜状況を把握し、

今後の適切な管理の在り方を検討するための情報収集に努めた。また、突然枯れ症を発症した国指定

天然記念物「川棚のクスの森」については、専門家を招聘し、枯損対策の緊急対応を実施するととも

に、国・県と連携し、今後の対策検討を深めた。また、国史跡天然記念物の「六連島の雲母玄武岩」

については、土砂の流出のため安全性が危惧されたため、緊急的に安全対策を施した。将来的な補修

整備が検討される。 

オ）天然記念物などの保存（管理）活用計画の策定検討 〈文化財保護課〉 

指定文化財の適切な管理・活用を目的に、管理団体として所有者等に対し、保存（管理）活用計画

策定の必要性について説明するよう心がけ、所有者、管理団体間の共通認識の醸成に努めた。また、

平成 30 年に新たに国史跡に指定された勝山御殿跡について、所管課である都市整備部公園緑地課と保

存活用計画を策定するまでの当面、史跡の維持管理についての取扱いについて取りまとめた。 

 

（５）人権教育の推進 

①関係機関と連携した多様な人権教育の推進 

ア）家庭、地域社会への情報提供の充実 〈生涯学習課〉 

人権に関する各種研修会や行事の案内等、市内各教育支所、公民館等に情報提供を行った。また、

人権に関する標語、作文、ポスター等を市内各教育支所、公民館、小・中学校に配布した。 

イ）学習機会の充実 〈生涯学習課〉 

人権尊重の職場や地域環境づくりについての理解や認識を深めるために、人権学習講座を企業、学

校、団体、グループ等で開催した。 

 

②教職員研修の充実 

ア）人権課題に応じた研修の計画的な実施 〈教育研修課〉 

人権教育の推進状況を把握するための調査を行い、各学校における人権教育の現状及び課題を把握

するとともに、改善に向けた指導を行った。 

併せて、「山口県人権推進指針」及び「人権教育推進資料」並びに県教育委員会作成の「学習展開例」

を活用し、各学校において人権教育及びその研修が更に推進されるよう指導を行った。 

また、人権教育研修会を開催し、講義等を通して学校における人権教育について理解を図った。初

任者、フォローアップ、6年次の各研修においても人権教育の内容を必ず扱った。 
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１ 下関市学校教育指導上の努力点 
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２ 市立学校一覧 

 (1)幼稚園 

区  分  所 在 地 学級数 

園   児 

教 員 保健室 給食室 
総数 男 女 

令和元年度   19 302 140 162 33 （31） 8 8 

令和２年度   15 270 135 135 28 （26） 6 5 

1 第  一 貴船町三丁目 11-12 1 25 15 10 5 （4） ※1○ 配 

2 豊  浦 長府亀の甲二丁目 2-82 1 24 10 14 3 （5） ※1○ 配 

3 小  月 小月宮の町 15-20 2 42 22 20 4 （5） ※1○ 配 

4 内  日 休       園 

5 江  浦 休       園 

6 清  末 清末西町一丁目 6-1 5 90 43 47 6 （5） ※1○ 配 

7 川中西 休       園 

8 川  中 伊倉本町 21-1 4 68 34 34 7 （5） ○ 配 

9 豊  東 
菊川町大字上大野字上ノ原

10020-1 
2 21 11 10 3 （2） ○  

（ ）は非常勤または会計年度任用職員、外数 

○有の意味（配は、給食配膳室のみ） 

※1 保健室と職員室を共用して使用 
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校 舎 用 地 

区  分 校 舎 保 有 面 積 面 積 左の内 

借  地 総 数 鉄 筋 鉄 骨 木 造 総 数 建物敷地 屋外運動場 その他 

7,558 5,043 2,497 18 27,232 12,657 13,114 1,461  令和元年度 

7,558 5,043 2,497 18 27,232 12,657 13,114 1,461  令和 2 年度 

927  717  210    4,174  1,842  1,911  421   1 第  一 

1,035  1,025    10  2,989  1,781  1,208     2 豊  浦 

1,005  974  31    3,121  1,616  1,363  142   3 小  月 

499    499    2,488  874  1,614     4 内  日 

983  956  27    3,498  1,534  1,964     5 江  浦 

854  620  234   3,058  1,604  1,454     6 清  末 

789  751  30  8  2,614  1,032  1,582     7 川中西 

1,010    1,010    2,740  1,480  904  356   8 川  中 

456    456    2,550  894  1,114  542   9 豊  東 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年 5 月 1 日現在 
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(2)幼保連携型認定こども園 

 

 
 所 在 地 学級数 

園   児 
教 員 保健室 給食室 

総数 男 女 

令和元年度   49 970 494 476 74 （63） 9 9 

令和 2 年度   49 962 495 467 72 （61） 9 9 

1 中  央 幡生新町 1-10 9 185 95 90 11 （11） ※1○ 有 

2 垢  田 新垢田東町 1-2-7 6 117 59 58 9 （9） ※1○ 有 

3 王  喜 王喜本町 2-11-12 5 93 57 36 8 （4） ※1○ 有 

4 菊  川 菊川町大字下岡枝字高田 1504 6 137 71 66 9 （9） ※1○ 有 

5 西  市 豊田町大字矢田字横の田 184 3 55 30 25 5 （3） ○ 有 

6 豊田下 豊田町大字手洗字堂本 273-1 3 50 27 23 5 （4） ○ 有 

7 川  棚 豊浦町大字川棚寺田 5281 9 170 81 89 12 （9） ※1○ 有 

8 黒  井 豊浦町大字黒井字下北岡 2159-1 5 103 48 55 8 （7）  ○ 有 

9 豊  北 豊北町大字滝部字上ノ原 2992-1 3 52 27 25 5 （5） ※1○ 有 

平成 27年度の子ども・子育て支援新制度施行に伴い、幼保連携型認定こども園が開設。 

認定こども園の各数値は全体数値（旧幼稚園と旧保育園の合算値） 

（ ）は非常勤または会計年度任用職員、外数 

○有の意味（配は、給食配膳室のみ） 

※1 保健室と職員室を共用して使用 
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令和 2 年 5 月 1 日現在 

校 舎 用 地 

区  分 校 舎 保 有 面 積 面 積 左の内 

借  地 総 数 鉄 筋 鉄 骨 木 造 総 数 建物敷地 屋外運動場 その他 

9,903 8,002 1,901 0 40,459 23,705 10,599 6,155  令和元年度 

9,903 8,002 1,901 0 40,459 23,705 10,599 6,155  令和 2 年度 

1,819 1,819 0   6,601 3,586 2,020 995  1 中  央 

771 771 0    2,084 486 800 798  2 垢  田 

714 703 11  2,644 714 998 932  3 王  喜 

1,076 0  1,076   2,801  1,302 745  754  4 菊  川 

1,124 1,124  0   4,870 2,953 1,000 917  5 西  市 

814  814  4,907 906 2,272 1,729  6 豊田下 

1,833  1,833    5,870  4,485  1,355  30  7 川  棚 

768 768          2,331 1,582 749   8 黒  井 

984  984     8,351  7,691 660    9 豊  北 
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(3)小学校 
      学

級

特
別
支
援
学
級 

児  童 
教

員
事務職員 

養護教諭 栄

養

教

諭

栄

養

士

校

務

技

士

調
理
員

学
校
給
食 

保有教室 

区  分 所  在  地 (養護士) 普

通 
特

別 
多

目

的 

     総数 男 女 県 市 県 市 

令和元年度   485 114 12,288 6,233 6,054 806 48  50  15 3 12(35) 57（34） 619 522 33 

令和２年度   472 113 12,069 6,107 5,962 800 47  47  14 4 11(33) 56（34） 614 502 35 

1 養 治 本町二丁目6-1 6 2 120 61 59 11 1  1    （1）  9 16    

2 文 関 上田中町一丁目14-1 18 3 500 251 249 26 1  1   1   （1） 2（1) 24 13    

3 名 池 名池町10-1 7 3 178 88 90 18 1  1    （1） 2   11 17  

4 王 江 入江町9-1 6 2 85 41 44 10 1  1    （1） 2   9 12    

5 関 西 関西町12-1 5 2 55 29 26 10 1  1    （1） 2   7 14    

6 桜 山 上新地町二丁目5-10 8 2 185 90 95 13 1  1    （1）  
 

10 19  

７ 向 山 向山町14-1 12 2 302 153 149 17 1  1   1 1 2（1) 16 29    

８ 生 野 幡生本町7-14 12 3 314 162 152 20 1  1    （1）   2（1)  17 9   

９ 本 村 彦島本村町三丁目16-1 6 2 78 47 31 11 1  1    （1）  8 14   

10 西 山 彦島迫町五丁目13-21 9 2 216 119 97 14 1  1    1  11 15    1 

11 江 浦 彦島江の浦町三丁目4-1 12 4 281 126 155 22 1  1  1  （1）  16 14   

12 角 倉 彦島角倉町三丁目5-5 8 3 215 106 109 17 1  1  1  1  11 24    

13 向 井 彦島向井町二丁目20-1 12 2 250 121 129 17 1  1    （1）  14 10   

14 小 月 小月西の台6-1 12 2 303 161 142 20 1  1    （1） 2（1) 14 9   

15 清 末 清末西町一丁目6-1 16 3 472 239 233 27 1  1  1  1    2（2) 21 6   

16 王 司 王司神田六丁目9-1 18 4 499 259 240 28 1  1    （1） 2（2) 22 7    

17 豊 浦 長府亀の甲二丁目2-1 27 6 893 426 467 48 2  2  1  1 3（4) 34 20   

18 勝 山 秋根上町二丁目2-1 25 5 765 373 392 40 1  1  1  1 2（3) 31 10    

19 川 中 伊倉本町19-1 23 7 719 373 346 39 1  1  1  1 3（2) 31 9    

20 安 岡 安岡町三丁目5-5 24 3 742 389 353 37 2  2  1  1 3（2) 28 11   

21 吉 見 吉見里町一丁目8-1 6 1 166 95 71 9 1  1    （1） 2   7 12    2 

22 吉 母 大字吉母字塩谷287 2 0 8 3 5 4 1  1    （1）  2 8    

23 蓋 井 大字蓋井島字田町126-2 2 0 7 5 2 3     1    （1）  2 3   

24 吉 田 大字吉田字高田1044-2 4 2 42 25 17 8 1  1    （1） 2   8 5   

25 王 喜 王喜本町二丁目12-30 7 4 183 103 80 15 1  1    （1） 2   11 7   

26 内 日 大字内日下字坂本1031 3 0 11 4 7 5 1  1    （1） 2   3 10    3 

27 山 の 田 山の田中央町13-1 19 4 594 296 298 33 1  1  1  1 2（2) 23 13   

28 川 中 西 古屋町二丁目9-1 16 4 446 217 229 26 1  1  1  （1） 2（2) 21 11   

29 垢 田 新垢田西町一丁目1-1 11 5 272 149 123 22 2  1    （1） 2（1) 17 18    2 

30 長 府 長府松小田北町14-1 18 5 464 247 217 30 1  1   １ 
 

（1）   2（2） 25 18    

31 一 の 宮 一の宮住吉一丁目8-1 18 5 480 253 227 30 1  1  1  １ 2（2） 24 5 6 

32 熊 野 熊野西町10-1 25 3 777 374 403 40 2  2  1  １ 3（3) 26 8 8 

33 豊 東 菊川町大字上大野字上ノ原10020-1 9 2 203 108 95 13 1  1   1 （1） 2( 2) 12 9 3 

34 岡 枝 菊川町大字吉賀字金蔵寺2494 6 2 134 64 70 11 1  1    （1） 2（1) 8 8    

35 楢 崎 菊川町大字楢崎字殿屋敷215 5 1 51 29 22 8 1  1    （1） 2 7 8   

36 豊 田 中 豊田町大字浮石字久下1159-1 3 0 20 4 16 5 1  1    （1）  3 10   

37 西 市 豊田町大字矢田字今熊132 6 2 98 52 46 11 1  1  1  （1）  8 9 2 

38 豊 田 下 豊田町大字手洗字貴布称303 5 2 53 26 27 9 1  1    （1）  8 5   

39 室 津 豊浦町大字室津下字新田152-1 4 0 39 22 17 6 1  1    （1）  7 6 2 

40 誠 意 豊浦町大字黒井字才舛2200 8 2 186 87 99 14 1  1  1  （1）  11 17   

41 川 棚 豊浦町大字川棚字後楽3650-1 13 2 388 192 196 21 1  1  1  （1）  15 8 4 

42 小 串 豊浦町大字小串字谷田ヶ浴617 5 2 43 21 22 9 1  1    （1）  7 8     

43 宇 賀 豊浦町大字宇賀字ふけ 4961 3 1 29 12 17 6 1  1    （1）  5 11 2 

44 豊 北 豊北町大字滝部字常安1200 8 2 203 105 98 17 1  1    （1）  10 7   

（ ）は非常勤職員または会計年度任用職員、外数 

○有の意味（配は、給食配膳室のみ） 
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保

健

室 

給

食

室 

水
泳
プ
ー
ル 

校              舎              等 用                   地     

校舎保有面積 屋内運動場保有面積 面             積 左の内 区  分 

総数 鉄筋 鉄骨 木造 総数 鉄筋 鉄骨 総数 建物敷地 屋外運動場 その他 借 地    

49 49 46 195,288 186,367 7,780 1,141 40,360 10,290 30,070 914,991 369,682 425,887 139,610 30,611 令和元年度 

44 44 41 189,563 181,014 7,549 1,000 38,658 9,154 29,504 855,005 356,382 394,638 124,173 30,611 令和２年度 

○ 配 ○ 4,593 4,456 137  809  809 10,589 5,131 4,607 851  1 養 治 

○ ○ ○ 6,392 6,294 7 91 968  968 18,679 7,752 6,646 4,281  2 文 関 

○ ○ ○ 3,748 2,961 787  887  887 15,920 6,945 7,102 1,873  3 名 池 

○ ○ ○ 3,646 3,522 114 10 729 729  14,454 4,537 5,040 4,877  4 王 江 

○ ○ ○ 3,950 3,787 163  965  965 20,947 9,009 7,855 4,083  5 関 西 

○ 配 ○ 4,891 4,773 118  785  785 11,647 4,494 4,768 2,385  6 桜 山 

○ ○ ○ 8,249 8,104 145  936  936 20.208 9,260 7,438 3,510  7 向 山 

○ ○ ○ 4,355 4,305 50  928  928 14,271 5,449 7,184 1,638  8 生 野 

○ 配 ○ 4,685 4,370 315  806  806 14,537 6,463 5,298 2,776  9 本 村 

○ 配 ○ 4,946 4,738 208  879  879 25,481 12,731 11,603 1,147 20,832 10 西 山 

○ 配 ○ 4,783 4,638 145  918  918 18,047 10,018 7,825 204  11 江 浦 

○ 配 ○ 6,030 5,761 269  1,046 24 1,022 18,385 7,420 8,843 2,122  12 角 倉 

○ 配 ○ 5,029 4,823 206  890  890 31,930 13,116 14,583 4,231  13 向 井 

○ ○ ○ 3,778 3,659 119  1,156 1,156  26,279 8,618 9,058 8,603  14 小 月 

○ ○ ○ 4,481 4,216 92 173 814  814 19,686 9,033 9,315 1,338  15 清 末 

○ ○ ○ 4,499 4,258 241  981 981  18,538 7,553 9,731 1,254  16 王 司 

○ ○ ○ 8,772 8,606 157 9 1,404  1,404 29,261 20,743 8,518   17 豊 浦 

○ ○ ○ 5,658 5,574 84  1,123  1,123 29,844 10,369 12,931 6,544  18 勝 山 

○ ○ ○ 6,540 5,400 1,140  1,181  1,181 24,071 9,501 12,762 1,808  19 川 中 

○ ○ ○ 6,978 5,988 990  1,189  1,189 20,902 9,004 9,965 1,933 9,575 20 安 岡 

○ ○ ○ 3,971 3,901 70  980  980 24,810 8,164 12,319 4,327  21 吉 見 

○ 配 ○ 1,961 1,843 118  868  868 11,517 5,349 6,168   22 吉 母 

○ ○ ○ 322  322  761  761 8,637 1,571 4,902 2,164  23 蓋 井 

○ ○ ○ 1,924 1,820 33 71 868  868 15,285 4,653 10,632   24 吉 田 

○ ○ ○ 2,782 2,741 41  906 906  17,861 7,386 8,739 1,736  25 王 喜 

○ ○ ○ 2,233 2,188 45  881  881 13,323 6,657 6,018 648  26 内 日 

○ ○ ○ 5,772 5,697 75  811  811 17,902 6,946 8,798 2,158  27 山 の 田 

○ ○ ○ 5,313 5,165 148  788  788 17,018 6,005 9,822 1,191  28 川 中 西 

○ ○ ○ 6,319 6,248 71  1,011  1,011 27,104 9,928 12,728 4,448  29 垢 田 

○ ○ ○ 7,335 7,250 85  1,131  1,131 30,014 10,878 10,932 8,204  30 長 府 

○ ○ ○ 5,900 5,900   1,018  1,018 32,475 11,110 12,200 9,165 204 31 一 の 宮 

○ ○ ○ 6,051 5,990 61  1,015 1,015  31,042 11,935 11,740 7,367  32 熊 野 

○ ○ ○ 3,351 2,712 620 19 648  648 21,195 10,336 8,863 1,996  33 豊 東 

○ ○ ○ 2,799 2,769 30  544  544 17,131 5,916 6,546 4,669  34 岡 枝 

○ ○ ○ 2,011 1,686 69 256 525  525 19,664 5,730 8,699 5,235  35 楢 崎 

○ 配 ○ 1,817 1,769 17 31 698 698  26,081 7,174 9,300 9,607  36 豊 田 中 

○ 配 ○ 3,076 3,037 3 36 694  694 14,331 7,680 6,008 643  37 西 市 

○ 配 ○ 1,696 1,665  31 680 680  15,966 7,153 8,813   38 豊 田 下 

○ 配  2,087 2,037  50 785 785  19,699 8,380 11,319   39 室 津 

○ 配  4,062 3,972 75 15 561  561 16,216 4,685 11,375 156  40 誠 意 

○ 配 ○ 4,169 3,945 116 108 911  911 22,290 9,993 12,297   41 川 棚 

○ 配  3,144 3,098 13 33 607 607  14,632 7,809 5,835 988  42 小 串 

○ ○ ○ 2,542 2,480  62 779 779  11,772 4,773 6,269 730  43 宇 賀 

○ 配 ○ 2,923 2,868 50 5 794 794  25,552 9,025 13,244 3,283  44 豊   北 

 

 

 

 

令和 2 年 5 月 1 日現在 
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(4)中学校 

（ ）は非常勤職員または会計年度任用職員、外数 

○有の意味（配は、給食配膳室のみ） 

 

(5)高等学校 

 下関商業高等学校（下関市後田町四丁目 11-1） 

区 分 生徒 学級 

保有教室 保

健

室 

食

堂 

水
泳
プ
ー
ル 

校 

普
通 

特
別 

校舎保有面積 

総数 鉄筋 鉄骨 木造 

令和元年度 553(14) 17(3) 24 11 1 1 1 12,840 12,641 93 106 

令和 2 年度 512(9) 16(2) 24 11 1 １ 1 12,840 12,641 93 106 

（ ）は定時制、外数 

      
学

級

特
別
支
援
学
級

生   徒 

教

員 事務職員 
養護教諭 

栄

養

教

諭

栄

養

士

校

務

技

士

学
校
給
食
調
理
員

保有教室 

区  分 所  在  地 (養護士) 
普

通

特

別

多

目

的
     総数 男 女 県 市 県 市 

令和元年度  196 48 5,774 3,005 2,763 441 28  22  5 2 14(8) 14(8) 286 440 16 

令和２年度  195 51 5,817 3,014 2,803 448 28  22  6 1 13(9) 14(8) 271 454 16 

1 日 新 上田中町一丁目15-1 9 2 297 146 151 22 1  1     1  14 26   

2 向 洋 向洋町一丁目14-1 5 1 131 61 70 12 1  1     1  6 25   

3 文 洋 上新地町五丁目6-1 7 2 142 71 71 18 1  1     1  9 39   

4 名 陵 丸山町一丁目13-3 6 2 119 62 57 15 1  1     1  9 18     

5 東 部 清末陣屋5-10 17 3 562 291 271 35 2  1  1   1 2（2) 20 21   

6 長 府 長府逢坂町3-1 13 4 432 245 187 30 1  1  1  1 2（1) 17 20  

7 勝 山 秋根上町二丁目5-1 18 4 603 304 299 37 1  1  1  1  2（2) 22 14 2 

8 川 中 伊倉新町四丁目6-1 19 3 657 339 318 40 5  2  1 1 （1)  27 53   

9 安 岡 安岡町四丁目2-1 12 3 358 196 162 25 1  1  1  1 2（1) 17 17 2 

10 吉 見 永田本町一丁目3-10 3 1 82 39 43 10 1  1     1 2   4 12  

11 彦 島 彦島江の浦町二丁目25-1 12 3 382 191 191 28 1  1     1  15 26   

12 玄 洋 彦島本村町二丁目8-1 6 2 149 75 74 14 1  1     （1)  10 25  

13 木 屋 川 木屋川南町二丁目660 4 3 111 57 54 12 1  1     （1) 2   7 10   

14 内 日 大字内日下字福寿庵1196-2 2 0 13 5 8 6 1       （1)  4 7 1 

15 山 の 田 山の田本町8-1 14 4 435 230 205 31 2  1     1  18 20   

16 垢 田 大字垢田字笹原1127-6 11 2 330 178 152 24 1  1     1  13 25   

17 長 成 長府日の出町4-1 7 2 217 103 114 16 1  1     1  12 19 2 

18 菊 川 菊川町大字下岡枝字上室屋1-2 6 2 199 106 93 16 1  1     （1) 2（2) 10 14   

19 豊 田 豊田町大字矢田字鎮守434 4 2 94 48 46 11 1  1     （1)  7 12   

20 豊 洋 豊浦町大字黒井字馬神10724-1 6 2 127 72 55 14 1  1     （1)  8 13   

21 夢 が 丘 豊浦町大字小串字夢が丘10145 9 2 260 137 123 19 1  1     （1)  12 15 4 

22 豊 北 豊北町大字滝部字幸神1244-36 5 2 117 58 59 13 1  1  1  （1)  10 23 5 
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保

健

室

給

食

室

水

泳

プ

ー

ル

武

道

場

校舎等 用地     

校舎保有面積 屋内運動場保有面積 面積 左の内 

借 地 

区  分 

総数 鉄筋 鉄骨 木造 総数 鉄筋 鉄骨 総数 建物敷地 屋外運動場 その他     

22 22 20 17 126,510 120,835 5,604 71 22,341 9,424 12,917 782,933 243,848 277,554 261,531 20,146 令和元年度 

22 22 20 17 126,510 120,835 5,604 71 22,341 9,424 12,917 782,933 243,848 277,554 261,531 20,146 令和２年度 

○ 配 ○ ○ 6,683 6,368 315  812 812  33,695 8,355 7,957 17,383  1 日 新 

○ 配 ○ ○ 5,771 5,376 395  1,192 1,192  30,529 13,250 12,340 4,939 17,258 2 向 洋 

○ 配 ○ ○ 7,450 6,925 525  749 749  25,490 12,248 7,803 5,439 2,888 3 文 洋 

○ 配 ○ ○ 5,038 4,946 92  758 758  16,391 7,299 8,016 1,076  4 名 陵 

○ ○ ○ ○ 6,299 6,194 105  819 819  73,459 12,331 13,118 48,010  5 東 部 

○ ○ ○ ○ 6,843 6,315 528  1,026  1,026 57,236 12,519 15,171 29,546  6 長 府 

○ ○ ○ ○ 6,858 6,806 52  961  961 29,899 11,510 10,694 7,695  7 勝 山 

○ 配 ○ ○ 12,131 12,131   2,299 133 2,166 33,753 19,553 14,200   8 川 中 

○ ○ ○ ○ 6,212 5,555 657  1,019  1,019 34,816 12,251 16,299 6,266  9 安 岡 

○ ○ ○ ○ 3,401 3,208 193  994  994 26,753 10,472 14,832 1,449  10 吉 見 

○ 配 ○ ○ 7,322 6,737 585  817 817  37,778 10,785 16,491 10,502  11 彦 島 

○ 配 ○ ○ 6,233 5,606 627  1,130  1,130 46,640 12,069 15,768 18,803  12 玄 洋 

○ ○ ○ ○ 3,097 3,002 95  602  602 20,743 7,157 10,435 3,151  13 木 屋 川 

○ 配 ○  1,928 1,864 64  776  776 12,611 5,750 6,541 320  14 内 日 

○ 配 ○ ○ 6,530 6,368 162  985  985 20,761 9,116 10,254 1,391  15 山 の 田 

○ 配 ○ ○ 6,464 6,022 442  1,234  1,234 33,053 12,000 15,000 6,053  16 垢 田 

○ 配 ○ ○ 5,549 5,491 58  1,178 1,178  35,095 8,864 15,910 10,321  17 長 成 

○ ○   3,234 2,664 543 27 1,426  1,426 26,465 11,341 15,124   18 菊 川 

○ 配 ○  2,919 2,813 62 44 1,123 1,123  25,538 11,437 13,859 242  19 豊 田 

○ 配 ○  3,441 3,337 104  676 78 598 19,928 6,302 9,997 3,629  20 豊 洋 

○ 配   5,580 5,580      23,423 5,611 11,500 6,312  21 夢 が 丘 

○ 配 ○ ○ 7,527 7,527   1,765 1,765  118,877 23,628 16,245 79,004  22 豊 北 

 

 

 

 

 

 舎          等 用                      地 

区 分 屋内運動場保有面積 面              積 左の内 

借 地 総数 鉄筋 総数 建物敷地 屋外運動場 その他 

5,579 5,579 38,517 9,605 25,917 2,995 0 令和元年度 

5,579 5,579 38,517 9,605 25,917 2,995 0 令和 2 年度 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年 5 月 1 日現在 

令和 2 年 5 月 1 日現在 




